
慧
可
傅
の
再
検
討

は
じ
め
に

伊

吹

敦

慧
可
（
僧
可
）
は
、

後
世
、

憚
宗
第
二

祖
と

さ
れ

る
こ

と
に
な

る
重
要
人

物
で

あ
る
か

ら
、
こ
れ

ま
で
も
宇
井

伯
壽
、
胡
適
、

印
順

ら
の
先
學

に
よ

っ
て
、
そ

の
傅
記

が
し

ば
し

ば
問

題
に

さ
れ
て
き
た
。
と

は

い
え
、

そ
の
方
法

論
は
必

ず
し

も
一
様
で
は
な

い
。
宇
井

伯
壽

氏
が

『
績

高
僧

傅
』
『
神
會

語
録
』
『
歴
代

法
賓

記
』
『
賓
林

傅
』

な

ど
の
諸

資
料
を
參

照
し

つ
つ

も
、
結
果
と
し

て
、
『
賓
林
傅
』

か
ら

『
景

徳
傅
燈
録
』

へ
と

継
承
さ
れ

た
傅
統
説

を
で
き

る
だ
け

擁
護
し

よ
う

と
す

る
の
に
對

し
て
、

胡
適
や
印
順
ら
の
諸
氏

は
、
後

世
の
創
作

を
排
除
す

る
た

め
に
、
最
も
成
立

の
古

い

『
績
高

僧
傅
』

の
み

に
基

づ
い
て
傅
記
を

明
ら
か

に
し

よ
う
と
し
て

い
る
黙
で
大

い
に
立
場

を
異
に
し

て

い
る
。

敦
煌
文

書
等

の
新

出
資
料
を
用

い
て

い
る
と

い
う
こ

と
で

は
、

宇
井
氏

の
研

究
は

、
確

か
に
そ
れ
以
前

の
も
の
に
較

べ
て

一
線

を
劃

す

る
も
の

で
は
あ

る
。
し

か
し

、
そ
の
論
述

に
は

、
古

来
、
佛

教
界
で
行

な
わ
れ
て

い
た
「
會

通
」
に
類
す

る
鮎
が
し

ば
し

ば
見

う
け

ら
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
ど
こ

ろ
か
、

い
わ

ゆ
る
「

雪
中
断
腎
」

を
そ
の
ま

ま
史
官

と
し
、
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「
常
識
で
断
腎
求
法
が
考
へ
ら
れ
な
い
の
は
、
現
今
の
學
者
に
熱
烈
な
求
法
心
が
無
い
か
ら
、
そ
れ
で
想
像
に
だ
も
及
ば
ぬ
の
で

あ
る
。
故
に
常
識
論
は
差
控
ふ
べ
き
で
あ
る
。」

と
述

べ
る
に
至

っ
て
は
、
そ

の
研

究

の
基
盤

が
祖

師
へ
の
信
仰
に
外

な
ら

な
い
こ
と

、
あ
る

い
は
宗

教
的

な
立
場

か
ら
自
由
で
は

な
い

こ
と
を
暴

露
す

る
も
の
と
言

わ
ね

ば
な

る
ま

い
。

少
な
く
と
も
、

慧
可
の
賓

像
を
探

る
と

い
う
學

問
的
な
見

地
に
立
つ
限
り
、
胡
適
氏

ら
の
方
法

に
従
う

べ
き
こ
と

は
明
ら
か

で
あ

る
。
し

か
し
、
そ

れ
で
事

が
済

む
わ
け

で
は
決
し
て

な
い
。
と

い
う

の
は
、
『
績
高
僧
傅
』

が
最

も
古

い
慧
可

の
傅
記
を

傅
え

る
も

の
で
あ

る
こ

と
は
認
め
て

よ

い
に
し

て
も
、

そ
の
記
述
を

果
た
し
て

ど
こ

ま
で
信
じ
て
よ

い
か

と

い
う

問
題
が
別

に
存
在
す

る
か
ら
で

あ
る
。
こ

れ
は

『
績
高
僧

傅
』

の
成
立

と
も
関

わ
る
問
題

で
あ

る
。

別
稿

で
論
じ

た
よ
う

に
、
『
績
高

僧
傅
』

の
「
菩

提
達
摩

傅
」
や
「

僧
可

傅
」
は

、
成
立
を

異
に

す
る
三

つ
の
層
か
ら
成
り

立

っ
て

い
る

が
、
少

な
く
と

も
新
し

い
層

の
記
述
に
は

、
明
ら
か

に
後

代
の
要
請

と
見
倣
す
こ

と
の

で
き

る
も

の
が
含
ま
れ
て

い
る
。

例
え

ば
、

第
二
層

の
部
分
に

は
、
北
周

の
武

帝
の

破
佛

の
際

、
慧
可
が
曇
林
と

行
動
を
共

に
し

、
二

人
と
も

山
賊
に
片

腕
を

切
ら
れ
た
と
す

る
記

述
が

あ
り

、
先
學

た
ち
は
、

い
ず
れ
も
こ

れ
を
そ

の
ま
ま
事
賓
と
見

て
、
慧
可

の
傅
記
を

綴
っ
て

い
る
の
で

あ
る
が
、
既
に
論
じ

た
よ

う

に
、
こ

れ
は
明

ら
か
に
後
世

の
創
作
で

あ
っ
て
、

史
賓
と
認

め
る
こ
と

の
で
き
な

い
も
の
な
の

で
あ

る
。

更

に
、

最
近

、
筆
者

は
幾
篇

か
の
論
文

を
登
表

し

て
、
『
二
人

四
行

論
』

の
「
二
入
四

行
」

と

い
う

組
織

そ
の
も
の

が
、

中
國
南
北

朝

期

の
佛

教
教
學
に

基
づ
き

つ
つ
、
そ

れ
を

褐
自

に
登
展
さ
せ
た
も

の
に
外

な
ら
な

い
こ

と
、
従

っ
て
、
慧
可

が
イ

ン
ド
人
た

る
菩
提

達
摩
か
ら
授

か

っ
た

教
え

を
記
し

た
も

の
が

『
二
人
四

行
論
』
だ
と

す
る
古
束

の
傅
承

は
信
じ
が

た
く

、
む
し

ろ
慧
可

自
身
の
著
作
と

見

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
こ
と
等
を
明

ら

か
に
し

た

が
、
こ

れ
も
慧
可

傅
の
根
幹

に
闘

わ
る
問
題
を
提
起

す

る
も
の
だ
と

言
え

る
。

こ

の
よ
う

に
、
現

在
、
わ
れ
わ

れ
は
、
慧
可

の

傅
記

に
関
し
て
全
面

的
に
再

検
討
を
行

な
う

べ
き

時
期
に

差
し
掛

か
っ
て

い
る
の
で
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あ

る
。
筆

者
が
こ

の
拙
稿

で
意
圖

し
た
の

は
、
ま

さ
し
く
こ

れ
に
外

な
ら
な

い
の

で
あ
る

が
、

そ
れ
を

行

な
う

に
先

だ
っ
て
、
『
景
徳

傅
燈

録
』

に
代

表
さ
れ

る
傅
統
的
な

慧
可
傅

が
い
か
に
し
て
形

成
さ

れ
た

の
か
を

追
跡
し
、
そ

の
由
来
を
明

ら
か
に
し

て
お
く
こ
と

に

し
た

い
。
と

い
う

の
は
、

胡
適
氏
は

、
『
賓
林

傅
』

や

『
景
徳
傅
燈

録
』

な

ど
に
見

ら

れ
る
後
世

の
説
を
「
全
是
閉
眼
握

造
」
「
世
愈
後

而
事

愈
詳
」
「
完

全
無

櫨
之
説

」
と
評
し

、
何

の
根
姉

も
な

い
と

し
て
切
り

捨

て
て
し
ま

っ
た

が
、

こ
れ

は
正
し

い
態
度
で

は
な

い
と

思

わ
れ

る
か
ら
で

あ
る
。
確

か
に

氏
の
言
う

通
り
、

傅
統

説
に
は
後
此

の
創

作
と
見

倣
せ

る
も
の

が
多
く

含
ま
れ
て

い
る
。
し

か
し
、

本
常

に
そ
れ
ら

の
中
に
信

頼
性
の
高

い
資
料

に
基
づ
く
記
述

は
含
ま
れ
て

い
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
確

認
す

る
た
め
に
は
、

傅
統

説

の
形

成
過
程

を
明
ら

か
に
し
て

お
く

必
要

が
ど
う
し
て

も
あ
る
の
で
あ

る
。

一
、
『
景
徳
傅
燈
録
』
「
慧
可
章
」

の
形
成

先

ず
、
『
景
徳

傅
燈
録
』

の
「
菩

提
達

摩
章
」
「
慧
可

章
」
「
僧
燦

章
」
等

に
基

づ

い
て
、

慧
可
の

傅
記
を

纏
め
る
と
次

の
よ
う
に
な

｛
9
し

る

。

―
。
洛
陽
龍
門
の
香
山
で
賓
静
禅
師
に
よ
っ
て
出
家
し
、
永
穆
寺
で
受
具
し
た
後
、
諸
處
で
大
小
乗
を
學
び
、
三
十
二
歳
で
香
山

に
瞳
っ
で
、
八
年
間
、
坐
禅
修
行
を
行
な
っ
た
。
2

．
そ
の
後
、
神
人
の
お
告
げ
に
従
っ
て
南
遷
し
、
北
魏
孝
明
帝
の
太
和
十
年
に
菩
提
達
摩
に
逢
い
、
太
和
十
九
年
に
達
摩
が
毒

殺
さ
れ
る
ま
で
師
事
し
た
。
3

．
北
斉
の
天
平
二
年
、
僧
炭
（
僧
燦
は
、
時
に
四
十
歳
）
に
出
逢
い
、
二
年
後
に
付
法
を
行
な
っ
た
。
僧
燦
は
、
そ
の
後
、
舒
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州
の
院
公

山
に
隠

れ
た

が
、
そ
の
と
き

、
北
周

武
帝
の
破
佛

に
遭
遇
し

た
。
4

．

僧
燦

へ
の
付
法

の
後
、
郡

都
に
出

て
、
三
十
四
年

の
問
、

布
教
に
従

っ
た
。
5

．

隋
文

帝
の
開
皇

十
三

年
、

辨
和
法

師
に
嫉
ま

れ
、
そ
の
後

言
を

信
じ

た
邑

宰
、

狸
仲
儡

に
殺
さ
れ

た
。
時
に
百
七

歳
で
あ
っ

た
。

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
に
は
多
く
の
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

1
。
開
皇

十
三

年
（
五
九
三
）
に
百
七

歳
で

歿
し

た
の
で

あ
れ

ば
、
そ

の
生
年

は
、
太

和
十

一
年

（
四
八
七
）
と

な
る

べ
き

で
あ

っ
て
、
太

和
十
年
（
四

八
六
）
に
四
十

歳
で

達
摩
に
出
逢

っ
た
と

い
う

の
と
矛
盾

す

る
。
2

．
「

太

和

」

は
、

北

魏

孝

文

帝
（
四
七

一
‐
四
九
九

在
位

）
の

年

枝
（
四
ヒ

七
一

四
九
九

）
で

あ

っ

て
、
孝

明

帝
（
四
七
一
一

四
九
九
在
位
）
の
時
代
と

す

る
の
は
正

し
く

な

い
。
3

．
天

平
四
年

（
五
三
七
）
に
僧
燦
に
付

法
し

た
と

い
い
、
そ
の
後
、

間
も

な
く
北
周
武

帝
の
破
佛

（
五
七
四
／
五
七
七
）
が
あ
っ

た

と
す

る
が
、
賓
際
に

は
、
そ

の
間

に
四

十
年
も

の
隔
た
り

が
あ

る
。
4

．
「
天
平

」
は
、
束

魏
孝

静
帝
（
五
三
四
一

五
五
〇
在
位
）
の
年

琥
（
五
三
四
一
五
三
七
）
で
あ

っ
て
、
北
斉
（
五
五
〇
一

五
七
七
）

の
年

琥
で
は

な
い
。
5

．
天
平

四
年

に
僧
燦
に
付

法
し
た
後

、
三

十
四
年

問
、
邦

都
で
布
教

し
て
開
皇

十
三
年

（
五
九
三
）
に
亡
く
な

っ
た
と

い
う

が
、

天
平
四

年
か

ら
開
皇
十
三
年

ま
で
は

五
十
六
年

で
あ

っ
て

、
三
十
四
年

で
は

な

い
。
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ほ
と
ん
ど
支
離
滅
裂
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
原
因
は
、
『
景
徳
傅
燈
録
』
が
資
料
的
に
依
櫨
し
た
『
賓
林
傅
』
の
内
容
が
既
に
そ

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
『
景
徳
傅
燈
録
』
の
編
者
は
、
自
ら
が
基
づ
い
た
『
賓
林
傅
』
の
記
述
が

矛
盾
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
と
も
し
よ
う
が

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
そ
の
内
容
は
デ
タ
ラ
メ
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
仔
細
に
雨
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
っ
か
の
黙
で
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
『
脊
林
傅
』
に
あ
り
な

が
ら
『
景
徳
傅
燈
録
』
に
見
ら
れ
な
い
記
述
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
皐
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

a
。
母

が
慧
可

を
懐
妊

し
た

の
は

、
北

魏
孝
文
帝
の
永

興
十
五
年
正
月

一
日

で
あ
っ
た
。
b

．

十
五

歳
で
儒
教

や
老

荘
を
學

ん
だ
。
c

．

龍
門

の
香
山
寺
で

賓
静
に
師

事
し

た
の
は
三
十
歳

の
時
の
こ
と

で
あ

る
。

こ

れ
ら
に
つ

い
て
は
、
『
景
徳

傅
燈
録
』

が
省
略
し

た
も
の
と
見

て
よ

い
で

あ
ろ
う
。
a

に
闘
し

て
い
え

ば
、
T
水
興
」
と

い
う

年
琥

は
、

北
魏

で
は
、

明
元

帝
の

時
代
と

孝
武

帝

の
時
代
に
二

度
用

い
ら
れ
た

が
（
四
〇
九

’
四
一
三
、
五
三
二
）
、

い
ず
れ
に
し

て
も

十
五

年
は

な
く
、
し

か
も
、

開
皇

十
三
年
、
百

七

歳
入
寂

説
と
も
明

ら
か
に

矛
盾

す
る

か
ら
、
故

意
に
除

い
た

の
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
、
b

に

つ
い
て
も

、
慧
可

が
外

典
を
學

ん
だ
と

い
う

の
が
、
祖

師
と
し
て

ふ
さ
わ
し

く
な

い
と
考
え

ら
れ

た
た
め
省
略
さ

れ
た

の
で
は
な

い
か
と
疑

わ
れ

る
。

『
景
徳
傅
燈

録
』
と

『
盲
林
傅
』

の
間
で
違

い
が
見

ら
れ
る
記
載

と
し

て
は

、
次
の
鮎
を

拳
げ

る
こ

と

が
で

き
る
。
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d
。
香

山
寺
に
戻

っ
た
の
を

『
景
徳

傅
燈
録
』

が
三
十

二
歳
と
す

る
の
に
對
し

て
、
『
賓
林

傅
』

で
は
四

十
二
歳
と
す

る
。
e

．
僧

燦
に
出

逢
っ
た
の
を

、『
景

徳
傅

燈
録
』

が
北
斉
時
代

の
天

平
二
年

と
す

る
の
に
對
し

て
、『
賓
林
絡
』
で
は
、
そ

れ
を
「
後

周
第

二
主
天
平
三

年
己
卯

之
歳
」

と
し
て

い
る
。

d
に
つ

い
て
は
、
現
行

の

『
賓
林

絡
』

の
テ
キ

ス
ト

の
方

に
問
題

が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。
と

い
う

の
は
、
『
賓
林

傅
』

の
「
慧
可

章
」

に
載
せ

る
法
琳

（
五
七
二
‐
六
四
亘

撰

と

い
う
碑
文

に
、
四
十

歳
で
達
摩

に
出
逢

い
、

九
年
間

師
事
し

た
と
し
て
、

「
時
有
西
國
達
摩
大
師
。
乃
惣
持
之
林
苑
。
不
二
之
川
滓
也
。
烏
金
棺
久
寂
。
微
言
且
絶
。
大
教
斯
隠
。
其
誰
遵
之
。
於
是
登
悲

愁
心
。
傅
風
車
夏
。
策
杖
請
益
。
蹴
踏
禰
門
。
如
満
月
之
順
高
山
。
若
潮
瀞
之
呑
巨
海
。
扉
師
年
途
四
十
。
方
始
遇
也
。
不
捨
書

夜
。
精
勤
九
年
。
」

と

い
う

か
ら

、
四

十
二
歳

で
香
山
寺

に
戻
り

、
そ

の
後
、
八
年
し

て
達
摩

に
逢

っ
た

と
い
う

の
で
は
、
こ

れ
と
合
致
し
な
く

な
っ
て
し

ま
う

か
ら
で

あ
る
。
従

っ
て
、
『
賓
林
傅
』

の
本

来
の
テ

キ
ス
ト
は
「
三

十
二

歳
」
で
あ

っ
た
に
違

い
な
く
、
『
景
徳
傅
燈
録
』

も
そ
れ

を
承
け

た
も

の
と
見
倣
す

べ
き
な

の
で
あ

る
。

一

方
、
e

に
つ

い
て
は

、
『
景

徳
傅

燈
録
』

の
改

愛
と
見

て
よ

い
で

あ
ろ
う
。
『
賓
林

傅
』

が
「
北
周

第
二

主
」
、
即

ち
、
孝
明

帝
の

時
代
と

し
て

い
た
の
は
、

僧
燦
へ

の
付

法

の
直
後
に
、

北
周
の
第
三

代
、
武

帝
の
破

佛
が
あ
っ

た
と

述

べ
る
関
係
で
そ
の
よ
う

に
し
た

の
で

あ

ろ
う

。
し

か
し
、
慧
可

が
活

躍
し

た

の
は
北
斉

で
あ

る
か
ら
、
こ

れ
は

あ
ま
り

に
不
自

然
で

あ
る
。
そ
こ

で
、
『
傅
燈
録
』

は

國
名

を
改

め
た

の
で

あ

ろ
う

。
し

か
し
、
「
天
平

」

が
束

魏

の
年
読

で
あ

る
こ

と
は
既

述

の
如
く
で

あ

る
か
ら
、
こ

れ
に

よ
っ
て

矛
盾

-－6



が
回
避
さ

れ
た
わ
け
で

は
決
し
て
な

い
。
ま

た
、『
景

徳
傅
燈
録
』

は
、『
賓
林

傅
』

が
「
天

平
三
年

」
と
し

て

い
た
の
を
「
天

平
二
年

」

に
改
め
た

わ
け

で
あ

る
が
、
こ

の
理

由
も
明

ら
か
で
は

な
い
。
あ

る
い
は
、
こ

の
場
合
も

『
賓
林
傅
』

の
テ

キ
ス
ト
に
問
題

が
あ

る
か

も
し
れ
な

い
。

雨

者
を
比

較
し
て
注
目

す
べ
き

は
、
慧
可

が
僧
燦
に
付
法

を
行

な
っ
て
か
ら
入

寂
す

る
ま
で
の
期

間
を

『
景
徳
傅
燈
録
』

が
三

十
四

年

と
叡
え

て
い
る
理
由

が
、
『
宵

林
傅
』

に
よ

っ
て
明

ら
か
と

な
る
と

い
う

鮎
で
あ

る
。
即

ち
、
『
貨
林

傅
』

の
言
う
よ
う
に

、
慧
可

が

僧
燦
に
出

逢
っ
た

の
が
「
己
卯

之
歳
」

で

あ
っ
た
と
す

れ

ば
（
賓
際
に
は
、
天
平
三
年
は
丙
辰
で
、
己
卯
の
年
は
、
孝
明
帝
の
武
成
元
年
と

な
る
）
、
そ
こ

か
ら
、
発
丑

の
年
で

あ
る
開

皇
十
三
年
ま

で
は
、
ち
ょ
う
ど
三

十
四
年
と

な
る
の
で

あ
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
計
算

で
は
、

僧
燦
へ
の
付
法

が
出
逢

っ
た
二
年
後

で
あ

る
と
い
う

『
賓
林

傅
』
自

優
の
記
載

が
盛
り
込

ま
れ
て

い
な

い
こ
と
に
な

る
が
、

杜
撰

極
ま

り

な

い
『
賓
林

傅
』

の
こ

と
で

あ
る
か
ら
、

そ
こ
ま
で
考
え

が
及

ば
な
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。

以

上
に

よ
っ
て
、
多
少

の
省
略

や
改
愛
は

あ
っ
て
も
、
『
景

徳
傅
燈
録
』

が

『
賓
林

傅
』

に
全
面

的
に
依

隷
し
た
こ
と

が
判
明
し

た
。

従

っ
て
、

傅
統

説
の
由
来

を
知

る
た
め

に
は
、
『
賓
林

傅
』

の
慧
可
傅

が
ど

の
よ
う
に
し

て
形

成
さ

れ
た

か
を
明
ら
か
に
す

れ
ば

よ
い

こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。

と
こ

ろ
で
、
周
知

の
よ
う

に
、
『
賓
林

傅
』

に
は
編
者

の
創
作

と
見

ら
れ

る
記

述

が
賓
に
多

い
の

で
あ

る
が
、
慧
可
傅
に
闘
し

て
注

意
す

べ
き
は
、

そ
の
全
て

が
そ

う
で

あ
る
わ
け

で
は
決
し

て
な

い
と

い
う
鮎
で

あ
る
。
と

い
う

の
は

、
慧
可

が
四
十
歳

で
菩

提
達

摩
に

出
逢

い
、
そ
の

後
、
九
年
間
従

學
し

て
法
を
得

た
と

い
う

説
、
穀
び

に
、
慧
可

が
郡

都
で
裁
仲

儡
に

殺
さ
れ

た
と
す

る
説
は

、
石
井
本

『
神

會
語
録
』

の
「
六
代

の
傅
記
」

に
、

「
第
二

代
北

斉
可
律

師
。
承

達
摩
大

師
後
。

俗
姓
周

。
武
牢
人

也
。
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な

る
）

従

っ
て

、
『
賓

林
傅
』

の
慧
可
傅

が
、

↓

。
慧
可
は
四

十
歳
で
菩

提
達
摩

に
出
逢

い
、
九
年

問
従
學
し

た
後
に
法
を

得
た
。
2

．

慧
可
は

破
佛
に
際
し

て
舒
州

の
院
山

に
隠
れ

た
が
、
そ
こ

で
僧
燦
に
出

逢

い
、
六

年
後

に
付

法
し

た
。
3

．

慧
可
は
百

七
歳
で

鄭
都
で

城
安
懸
令

の
要
件
儡

に
殺
さ

れ
た
。

と
い
う
荷
渾
宗
の
説
を
基
礎
に
置
き
つ
つ
、
そ
れ
に
大
幅
な
改
愛
と
創
作
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
具
賠
的
に
言

え
ば
、
『
賓
林
傅
』
は
、
次
の
よ
う
な
操
作
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

I
。
菩
提
達
摩
に
出
逢
う
以
前
の
事
績
と
し
て
、
十
五
歳
で
儒
教
や
老
荘
を
學
ん
だ
、
あ
る
い
は
、
三
十
歳
で
龍
門
香
山
寺
の
賓

静
に
師
事
し
た
等
の
新
説
を
創
作
し
た
。
2

．
慧
可
の
歿
年
を
、
た
ま
た
ま
干
支
と
皇
帝
名
を
知
っ
て
い
た
隋
文
帝
の
開
皇
十
三
年
契
丑
（
五
九
三
）
で
あ
る
と
新
た
に
定

め
た
。
3

．
更
に
濁
断
で
僧
燦
に
出
逢
っ
た
年
を
そ
の
三
十
四
年
前
（
即
ち
、
七
十
三
歳
の
時
）
の
己
卯
の
年
と
し
た
。
そ
し
て
僧
燦
の

慧
可
へ
の
従
學
期
間
を
荷
渫
宗
で
は
「
六
年
」
と
し
て
い
た
の
を
「
二
年
」
に
改
め
た
が
、
う
か
つ
に
も
、
そ
の
期
間
を
計
算

に
入
れ
る
の
を
忘
れ
、
僧
燦
へ
の
付
法
か
ら
入
寂
ま
で
の
期
間
も
三
十
四
年
と
数
え
た
。

9 －
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4
。
た
ま

た
ま
、
そ

の
己

卯

の
年

が
北
周

第

谷
王
の
時
で
あ

る
こ

と
を
知

っ
て

い
た

の
で
、
荷

滓
宗

で
結
び
つ
け
て
考
え

ら
れ
て

い
た

武
帝
の

破
佛
と
僧

燦
へ

の
付
法

が
切
り

離
さ
れ

る
こ
と

と
な
り
、

破
佛
に

遭
遇
し

て
舒
州

の
続
山
（
院
公
山
）
に
隠

れ
た

の
は
傅

法
後
の
僧

燦
の
み
と

さ
れ

る
に
至

っ
た

。
5

．
こ

の
よ
う

に
し

て
得
ら

れ
た

傅
記
上

の
重
要

な
事
件

、
即

ち
、
慧
可

の
生

誕
（
一
歳
）
、
達

摩
と

の
出
逢

い
（
四
十
歳
）
、
達

摩

の
入

寂
（
四
十
九
歳
）
、

僧
燦

へ
の
付
法

（
七
十
三
歳
）
に
開
し
て

、
常
て

ず
っ

ぽ
う

で
皇
帝
名

と
年

琥
を
充

て
、
更
に

全
穀

に
わ

た
っ
て
様

々
な
創
作
と

潤
飾
を
施
し

た
。

こ

の
よ
う
に
見

て
く

る
と
、
慧
可

の
傅
記
を

書
く
に
常

た
っ
て

『
賓

林
傅
』

が
依

櫨
し
た

も
の

が
荷

滓
宗
の
説
で
あ
っ
た
こ
と

が
知

ら

れ
る
の
で

あ
る
が
、
で
は

、
荷

滓
宗

の
説
は
何
に
攘

っ
た
の
で

あ
ろ
う

か
。
思
う
に
、
そ

れ
は
、
『
績
高
僧

傅
』
に
基

づ
く

の
で

あ
る
。

後

に
示

す
よ
う

に
、
『
績

高
僧
傅

』

で
は
、

慧
可

は
四

十
歳
で

菩

提
達
摩

に
出

逢

い
、
そ

の

後
、
六
年

間

師
事
し
た
と

さ
れ

て

い
る
。

荷

滓
宗
が
六
年

間
を
九
年
間

に
改

め
た
理
由
は
不

明
で

あ
る
が
、

達
摩
に
出
逢

っ
た
時
の
年
齢

を
四
十
と

す

る
の
は
、
明
ら

か
に

『
績

高

僧
傅
』
を
承

け
循
ぐ
も

の
で
あ

る
。
ま
た
、
破
佛

の
際
に
慧
可

や
僧
燦

が
身

を
隠
し
た
所

を
舒
州

の
続
山
と
す

る
の

も
、『
績
高

僧
傅
』

「
道
信
傅

」
に
、

「
初
七
歳
時
経
時
一
師
。
戒
行
不
純
。
信
毎
陳
諌
。
以
不
見
従
。
密
懐
蕭
検
。
経
於
五
載
而
師
不
知
。
又
有
二
僧
。
莫
知
何
東
。

人
舒
州
院
公
山
。
静
修
弾
業
。
聞
而
往
赴
。
便
蒙
授
法
。
隨
逐
依
學
。
遂
経
十
年
。
師
往
羅
浮
。
不
許
相
逐
。
但
於
後
住
。
必
大

弘
益
。」

-10-



が
回

避
さ

れ
た
わ
け
で
は

決
し
て

な

い
。
ま

た
、
『
景
徳
傅

燈
録
』

は
、
『
賓
林

傅
』

が
「
天

平
三

年
」
と
し

て

い
た
の
を
「
天
平
二

年
」

に
改

め
た
わ
け

で
あ

る
が
、
こ

の
理
由
も
明

ら
か

で
は
な

い
。

あ

る
い
は
、
こ

の
場
合
も

『
賓
林

傅
』

の
テ

キ
ス
ト

に
問
題
が
あ

る
か

も
し

れ
な

い
。

雨

者
を
比

較
し
て
注
口

す

べ
き

は
、
慧
可

が
僧

燦
に
付
法
を

行
な

っ
て
か
ら
入

寂
す

る
ま

で
の
期
間

を

『
景
徳
傅
燈
録
』

が
三
十
四

年
と

敷
え
て

い
る
理
由

が
、
『
賓
林
傅
』

に
よ

っ
て
明
ら

か
と
な

る
と

い
う
鮎

で
あ

る
。
即

ち
、
『
賓
林

傅
』

の
言
う
よ
う

に
、
慧
可

が

僧
燦

に
出

逢
っ
た

の
が
「
己

卯
之

歳
」
で

あ
っ
た
と

す
れ

ば
（
官
際
に
は
、
天
平
三
年
は
丙
辰

で
、
己
卯
の
年
は
、
孝
明
帝
の
武
成
元
年
と

な
る
）
、
そ
こ

か
ら
、
奘
丑

の
年

で
あ

る
開
皇

十
三
年

ま
で
は

、
ち

ょ
う

ど
三
十
四

年
と
な

る
の
で

あ
る
。
も

っ
と
も

、
こ

の
計

算
で
は
、

僧
燦

へ
の
付
法

が
出
逢

っ
た
二
年

後
で
あ

る
と

い
う

『
賓
林
傅
』

自
啓

の
記
載

が
盛
り

込
ま

れ
て

い
な

い
こ

と
に
な
る

が
、

杜
撰
極
ま

り

な

い
『
賓
林

傅
』

の
こ

と
で

あ
る
か
ら
、

そ
こ
ま

で
考
え

が
及
ば
な

か
っ
た

の
で

あ
ろ
う

。

以

上
に
よ

っ
て
、
多
少

の
省
略

や
改
愛
は

あ
っ
て

も
、
『
景
徳
傅

燈
録
』

が

『
賓
林
傅
』

に
全
面
的

に
依
姉
し
た
こ
と

が
判
明
し

た
。

従

っ
て
、

傅
統

説
の
由
束
を

知

る
た

め
に
は
、
『
賓
林

傅
』

の
慧
可

傅

が
ど
の
よ
う

に
し

て
形

成

さ
れ

た
か
を
明

ら
か
に
す

れ
ば
よ

い

こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。

と
こ

ろ
で
、
周
知

の
よ
う

に
、
『
賓
林

傅
』

に
は

編
者
の

創
作
と
見

ら

れ
る
記
述

が
賓
に

多

い
の
で

あ
る

が
、
慧
可

傅
に
闘
し

て
注

意
す

べ
き
は
、

そ
の
全
て

が
そ
う

で
あ

る
わ
け

で
は
決
し

て
な

い
と

い
う
黙
で

あ
る
。
と

い
う

の
は
、
慧
可

が
四

十
歳
で
菩

提
達
摩
に

出

逢

い
、
そ

の
後
、
九
年

間
従
學
し

て
法
を
得

た
と

い
う

説
、

並
び
に
、
慧
可

が
鄭
都
で

狸
仲
儡

に
殺
さ

れ
た
と

す
る
説
は
、
石

井
本

『
神
會
語

録
』

の
「
六

代
の
傅
記

」
に
、

「
第
二
代
北

斉
可
豚

師
。

承
達

摩
大

師
後

。
俗
姓
周

。
武

牢
人
也

。
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と
述

べ
て

い
る
の
を
承
け

、
か

つ
、
そ
の
師
を

僧
燦
と
見

倣
し
た
こ

と
に
掠

る
こ
と

は
明
白
で

あ
る
。

更

に
、
後
述

の
如
く

、
『
績

高
僧
傅
』

の
記

述
に

攘

る
限
り
、

慧
可

の
生
誕

は
北

魏
孝
文

帝
の
太

和
九
年
（
四
八
五
）
前

後
と
な

ら

ざ
る
を
得

な
い

が
、
上

の

『
神
會

語
録
』

の
よ
う

に
、

北
周

の
武
帝

の
破
佛

が
終
息
し

た
後
も

慧
可

が
十
年

ほ
ど
活
動

を
絹
け
た
と
見

倣
す

の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
歿

年
は

、
開
皇
十

年
（
五
九
〇
）
前
後

に
設
定
せ

ざ

る
を
得

な
く

な
る
。
恐

ら
く
、
荷
滓
宗

で
は
、
こ
う
し

た
計
算
に

基
づ

い
て
、
慧

可

の
生
涯

を
百
七

歳
と
定
め

た
の
で
あ

る
。

九
十

歳
を
超
え

て
破
佛

に
遭

遇
し
、

僧
燦
に
法

を
付
し

た
と

い
う
の

は
、

い
か

に
も
不
自

然
で

あ
る
。
し

か
し
、
『
績
高
僧
傅
』

と

い
う

権
威

あ
る
文
献
に
、
そ

の
生
年
を

窺
わ
せ

る
記

述

が
あ
る
以

上
、
そ

れ
を

否
定
す

る
こ

と
は
難
し

か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ

こ
か
ら
、

荷
潭
宗
の
人

々
が

い
か
に

『
績
高

僧
傅
』
に
信

頼
を
置

い
て

い
た

か
を
窺
う
こ
と

が
で
き

る
。

以

上

、
『
景
徳

傅
燈
録
』

な

ど
に
見

ら

れ
る
傅

統
説

が
ど

の
よ
う

に
し
て
形

成

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
か
に

つ
い
て
論

じ
て
き

た

が
、

そ

の
結
果

、
後
世

に
な

る
ほ

ど
新

た
な

説
が
次

々
に
加
え

ら
れ

て
は

い
る
か
、
そ

の
根
本
を

尋
ね

れ
ば
、
『
績
高
僧
傅
』

の
記
述

に
蹄

着

す

る
こ

と
が
明

ら
か
と

な

っ
た
。
つ
ま
り

、
初
期

鐸
宗

の
人

々
も
、
慧
可

の
傅
記

に
開
し

て
は
、
『
績

高
僧
傅
』

以
外

に
何
ら

の
情

報

も
持
ち
合

わ
せ
て

い
な

か
っ
た

の
で
あ

る
。

以

上

の
考
察
に

よ
っ
て
、
『
績
高
僧

傅
』

の

資
料
と
し

て

の
價
値

が
再

確
認

さ
れ
た
こ

と
は

極
め
て
重

要
で
あ

る
。
し

か
し
、
こ

れ

で
問

題
が
片
付

い
た
わ
け

で
は
な

い
。

冒
頭
に

も
述

べ
た

通
り
、
こ
こ

に
は

『
績
高

僧
傅
』

の
記

述
の
信
憑

性
と

い
う

別
個

の
問
題
が

存
す

る
か
ら
で

あ
る
。
次

に
、
こ

れ
に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う
。
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二
、
『
績
高
僧
傅
』
「
僧
可
傅
」
の
最
古
層
と
そ
の
問
題
鮎

慧
可
の
傅
記
を
考
え
る
に
営
た
っ
て
依
櫨
す
べ
き
資
料
が
『
績
高
僧
傅
』
の
「
僧
可
傅
」
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
が
、
既
に
鯛
れ
た
よ
う
に
、
賓
は
そ
れ
に
も
成
立
を
異
に
す
る
新
茸
の
層
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
中
で
も
特
に
古
い
部
分
を
中
心
に
考
察
を
行
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
ず
、
そ
の
部
分
を
掲
げ
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ

る
。

A
。
「
憚

僧
可
。

一
名

慧
可

。

俗
姓

姫

氏
。

虎
牢
人

。
外

覧
墳

素
内

通
蔵

典
。
末

懐

道
京

輦

獣
観
時

尚
。
揚
屋

大
照

解
悟

絶
群
。

雖
成
道

非
新
。
而

物
貴

師
受

。
一
時

令
望
咸
共

非
之

。
但
横
道
無
謀
顧

會
非

遠
。
自

結
斯
要
誰

能
繋
之
。
」
B

．「
年

登
四
十
。
遇
天

竺
沙
門
菩

提
達
摩
遊

化
嵩
洛

。
可

懐
賓
知
道

一
見

悦
之

。
奉
以

貫
師
。
畢
命

承
旨
。
従
學

六
載
精

究
一
乗
。

理
事

兼
融
苦

楽
無

滞
。
而

解
非
方

便
慧
出

神
心
。

可
乃

就
境

陶
研
浄
機

挺
埴
方

知
。

力
用
堅

固
不
貫

縁
陵
。
達

摩
滅
化
洛

演
。

可
亦
埋
形

河
渓
。
而

昔
懐

嘉
轡
傅
檄
邦

畿
。
使

夫
道

俗
来
儀
請
従

師
範
。
可
乃

奮
其
奇

辨
呈
其
心
要

。
故
得
言
満
天
下

意
非
建

立
。
玄

籍
涸
覧
未

始
経
心

。
」
C

．
「
後
以
天

平

之
初

。
北

就
新

郷
盛

開
秘

苑
。

滞
文

之
徒
是

非

紛
學
。

時
有

道
恒

扉
師
。

先
有

定
學
王

宗
郡
下

。

徒
侶
千

計
。

承
可
説
法

情
事
無
寄

。
謂
是

魔
語
。
乃

遣
衆
中

通
明
者

。
朱
珍
可
門

。
既
至
聞

法
泰
然

心
服
。
悲

感
盈
懐
無
心
返
告

。
恒
又
重

喚
亦
不
聞
命

。
相

従
多

使
皆
無
返

者
。
他
日

遇
恒

。
恒
曰

。
我
用
爾

許
功
夫

開
汝
眼

目
。
何

因
致
此

諸
使
。
答
曰

。
眼
本
自
正

。

因
師
故

邪
耳
。
恒

遂
深

恨
誇
恬

於
可

。
貨
球

俗
府

非
理

屠
害
。
初

無
一
恨

幾
其

至
死
。

恒
衆

慶
快
。
遂
使
丁

本
者

絶
學
浮

華
。
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誇
顕
者

操
刀

自
擬

。
始
悟
一

音
所
演
。
欣
怖

交
懐
。

海
迫
蹄
浸
。

浅
深
斯
在

。
可
乃
縦

容
順
俗
。

時
恵
清
猷
乍
託
吟
謡
。
或
因

情
事

澄
汰
恒

抱
寫
割

煩
蕪
。
故
正

道

遠
而
難

希
。
封

滞
近
而
易

結
。
斯

有
由
矣

。
遂

流
離
郷
衛

座
展
寒
温

。
道
竟
幽
而
且

玄
。

故
末
緒
卒

無
粂
嗣

。
」
D

．
「

有
向

居
士

者

。
幽
遁
林

野
木

食
。
於
天

保
之

初
道
味

相
師
。

致
書
通
好

曰
。

影
由
形

起
響
逐

馨
束
。
弄
影

勢
形

。
不
知
形

之
是
影
。
揚

聾
止

響
。
不
識

聾
是

響
根
。

除
煩
悩
而
求

涅
槃
者

。
喩
去
形
而

覚
影
。

離
衆
生
而
求

佛
。
喩
獣
聾
而
尋
響
。
故

迷

悟
一
途
愚

智
非
別

。
無
名
作
名

。
因

其
名
則

是
非
生
矣

。
無
理
作

理
。
因
其
理

則
評
論
起

矣
。
幻
化

非
筒
誰
是
誰
非
。

虚
妄

無

賓
何
空
何

有
。
将
知

得
無
所
得
失

無
所
失
。

未
及

造
談
聊
仲
此

意
。
想
鴬

答
之

。
可
命
筆

述
意
日

。
説
此
屏

法
皆
如
賓

。
m
ハ
員

幽
理
竟
不

殊
。
本
迷

摩
尼
謂
瓦

慄
。
諮
然
自

光
是

筒
珠
。
無
明

智
慧
等
無
異

。
営
知
萬
法
即

皆
如

。
惑
此
二
見

之
徒
輩

。
申
詞

措
筆
作
斯

書
。
観
身

輿
佛
不
差

別
。
何
須
更

覚
彼
無

除
。
其

登
言

人
理
未
加

鉛
墨
。

時
或

績
之
。
乃

成
部
類
。
具
如
別

巻
。
」
E

．
「

時
復
有
化

公

彦
公

和

算
師
等

。
各
通
冠

玄
奥

。
吐
言

清
遊
托
事

寄
懐
。

聞
諸

口
賓
。
而
人

世
非

遠
碑
記
平

聞
。
微
言
不

傅

清
徳
誰
序

。
深
可

痛
矣

。
」

こ
の
う
ち
、
E
の
部
分
が
慧
可
と
直
接
に
は
開
係
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
き
、

そ
れ
以
外
の
A
～
D
に
つ
い
て
慧
可
の
傅
記
を
纏
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

A
。
虎
牢

の
姫
氏

の
出

身
で
、
濁
學

で
内

外

の
學

問
を
修

め
て
褐
白

の
見

識
を
持

つ
に
至

っ
た
が
、
そ

れ
を
公
に
し

た
と
こ

ろ
、
人
々

か
ら
師
受

が
な

い
か

ら
と

い
っ
て
非

難

さ
れ
た
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
浅

は
か

な
批
判
に
動
揺
す

る
こ
と
は
決
し

て
な
か

っ
た
。
B

．

四
十
歳
で
菩

提
達

摩
に
出
逢

っ
た
が
、
既

に
褐
自

の
見
識
を
得

て

い
た

の
で
、
そ

の
價
値
を
直
ぐ

に
理

解
し
、
六
年
間

に
わ
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た

っ
て
師
事
し
た

。
現
賓
に
即

し
た
修
行

を
行

な
っ
だ

の
で
外
界

に
影
響
さ

れ
な
く
な

っ
た
。
達
摩

が
姿
を

隠
す
と
慧
可

も
消

息
を

絶
っ
た

が
、
以

前
の
名

聾
を
慕

っ
て
道
俗

が
集
ま

っ
だ
の
で
、

慧
可

は
彼

ら
に
心
要
を

説

い
た

。
C

．

束

魏
の
天

平
元

年
（
五
三
四
年
／
北
魏
の
永
煕
三
年
）
に
北
魏

が
東
西

に
分
か

れ
る
と
、
慧
可

は
束
魏

の
都
、
耶

に
出
て

布
教

を
行
な

っ
た
が
、
以

前
か

ら
耶

に
お

い
て
定
學

で
有
名
で

あ
っ
た
道
恒

に
嫉
ま

れ
て
、
官

憲
か
ら
危
害
を
加
え

ら
れ
た
。
そ

の

後
は
、

郭
や
衛
を

彷
徨
し
つ

つ
、
俗
謡

に
託
し

た
り

、
出

来
事
に

か
こ

つ
け
た
り

し
て
、
人

々
の
心
を
囚

わ
れ
か
ら
解
放
し

よ

う

と
努

め
た
。
D

．

北
斉

が
束
魏

に
替
わ

っ
た
天

保
元
年
（
五
五
〇
）
に
は

、
林
野
で

木
食
し

て

い
た
向
居
士

と
慧
可

と
の
間
で
手

紙
に
よ

る
意

見

交
換

が
行

な
わ

れ
た
。

こ

の
部

分
は
、

貞
観

十
九
年

（
六
四
五
）
に

『
績

高
僧

傅
』

の
序
文

が
書

か
れ

た
時
に

は
、
既

に
存

在
し

て
い
た
と
見

て
よ

い
が
、

で
は
、

道
宣

は
、
何
に

基

づ
い
て
こ

の
傅
記

を
綴

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

向
居
士

と
の
因

縁
に

つ

い
て

は
、
D

の
文

中
に
、
「

其
麓
言

人

理
未
加

鉛
墨
。

時
或
績
之
。

乃
成

部
類

。
具
如
別

巻
」
と

あ

る
こ
と

か
ら
す

れ
ば
、
常

時
、
流
布
し

て

い
た
何

ら
か
の
慧
可
関
係

の

文

駄
資

料
に

基
づ

い
た
こ
と

は
間
違

い
な

い
が
、
そ

の
中

に
は
、
向

居
士

が
慧
可

に
宛

て
た
手

紙
も
含

ま
れ
て

い
た
の
で

あ
る
か
ら
、

そ

の
原
本

は
、
そ

れ
を

受
け
取

っ
た
慧
可

、
あ

る
い
は
そ

の
弟
子
な

ど
が
編
輯

に
呉

っ
た

も
の
と
見

る
よ
り
ほ

か
あ
る
ま
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
そ

の
文
献
資
料

に
慧
可

に
関
す

る
傅
記
的

な
記
述

も
含
ま

れ
て

い
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ

の
傅
承

の

由

来
は
、
相

常
に
古

い
と
言
え

そ
う
で

あ
る
。

こ

の
部
分

の
内

容
を

要

約
す

る
と
、
慧
可

は
、

北

魏

こ
二
八
六
一

五
三
四
）
時
代

に
洛
陽

で
學

び
、
そ

の
末

年
に

は
布
教
を

開
始
し

て

注
目

さ
れ

る
よ
う

に

な
り
、

北
魏
分
裂

の
後
は

、
鄭

に
移
り

、
来
魏
（
五
三
四
－

五
五
〇
）
や
北

斉
（
五
五
〇
‐
五
七
七
）
で
活
躍
し
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た
と

い
う
こ

と
に
な

る
。
こ

れ
は
、
お

お
よ
そ
、
そ

の
ま
ま
事

賓
と
認

め
て
よ

い
と
思
わ
れ

る
が
、
B

の
菩

提
達
摩
と
の
出

逢

い
に
つ

い
て
述

べ
た
部
分
に

開
し
て
は
大

き
な
問

題
が
あ

る
。

こ
こ

の
記
述

に
従
え

ば
、
天
平
元

年
（
五
三
四
）
よ

り
数
年

前
に

は
菩
提

達
摩
は
歿

し
た

よ
う

で
あ

る
が
、
そ

れ
以

前
に
四
十

歳
で

慧
可

が
菩

提
達
摩
に

出
逢

い
、
六

年
間

師
事

し
た

の
で
あ
れ

ば
、
郭
に
出

た
時
に

は
既
に
五
十

歳
前
後

に
な
っ
て

い
た
と
考
え

ざ
る
を

得
な

い
。
だ
と
す

る
と
、

慧
可

の
生

年

は
孝
文
帝

の
太
和

九
年
（
四
八
五
）
前

後
と

な
る
。
こ

の
生
年

を
信
じ

れ
ば
、
北
周

の
武
帝
の

破
佛
（
五
七
七
年
）
の

時
に
は
、
既

に
九
十

歳
代

に
な

っ
て

い
た

と

い
う
こ

と

に
な
ら

ざ

る
を
え

な

い
が
、
こ
れ

で
は
あ
ま
り

に
高
齢

に
過

ぎ
よ
う

。

勿
論
、
先
に
鯛

れ
た
よ
う

に
、『
績
高

僧
傅
』
に
載

せ
ら

れ
た
破
佛

の
際
の
曇
林

と
の
因

縁
は
史
賓
と

は
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
が
、

他

の
資
料

か
ら
見

て

、
慧
可

が
破

佛
の
頃
ま

で
生
き

て
い
た
可

能
性
は
非

常
に
高

い
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
次

に
そ
れ
に

つ
い
て
論
じ

て
お
こ
う

。

三
、
慧
可
と
北
周
の
破
佛

『
績
高

僧
傅
』
に
嫁

れ

ば
、
慧
可

に
直
接

師
事
し

た
人

物
と
し

て
那
禅

師
（
牛
歿
年
未
詳
）
と
法
沖
（
五
八
六
一
六
六
四
）
の
師
（
名
前

は
不
明
で
あ
る
）
と
を

阜
げ

る
こ

と

が
で

き

る
。
も
し

彼
ら

が
慧
可
に

師
事
し

た

時
期
を

特
定
す

る
こ
と

が
で
き
れ

ば
、

そ
れ
に

よ
っ

て
慧

可
の
活
動
期

が

お
お
よ
そ
ど

の
く

ら

い
で
あ

っ
た

か
を
推
測
す

る
こ
と

が
で
き

る
は
ず
で

あ
る
。

先

ず
、

那
禅
師
で

あ

る
が
、
彼

に
つ

い
て
は
、
「
僧
可

傅
」

の
第
二

層
の

部
分
に

、
慧
可

と
の
出

逢

い
が
次
の
よ
う

に
述

べ
ら

れ
て

い
る
。
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「
有
那
禅
師
者
。
俗
姓
馬
氏
。
年
二
十
一
居
東
海
講
優
易
。
行
學
四
百
。
南
至
相
州
遇
可
説
法
。
乃
輿
學
士
十
人
出
家
受
道
。
諸

門
人
於
相
州
束
設
蕭
賠
別
。
哭
聾
動
邑
。
」

こ

れ
に
掠
る
と

、
那
課
師
は

大
愛
な
早

熟
で

あ
っ
た
ら
し

く
、
わ

ず
か
二

十
一

歳
で

『
易
』

や

『
膿
』

を
講
じ
た
と

い
う

。
そ
し

て
、

そ
の

後
、

相
州
（
‐

影
）
で
慧
可

に
逢

い
、
十

人
の
弟
子

と
と

も
に
出

家
し
た

と

い
う

が
、
そ

れ
以
前

に
弟
子

の
敷
は
四
百

に

も
達
し

て

い
た
と

い
う

の
で
あ

る
か
ら
、

い
く

ら
何
で

も
そ
れ

は
三

十
歳
以

降
の
こ

と
で
あ

ろ
う

。
と
こ

ろ
で
、
こ

の
「

僧
可
傅
」

の
第
二
層

の
部
分
に

は
、
那

騨
師

の
弟
子
の
慧

満
の
事
績

に
つ

い
て
も
鯛

れ
ら
れ
て

い

る
が
、
そ

れ
に
よ
れ

ば
、
慧
満

は
、
貞
観
十

六
年

（
六
四
二
）

以

降
に
七

十
歳
ほ

ど
で
歿
し

た
と

い
う

か
ら
、
そ

の
生
年

は
、
五
七

五
年
前

後
と
な

る
。
那
禅
師

と
慧
涵

の
年
齢
差
を
多
め

に
三

十
五

歳
と
仮
定
し

て
も
、

那
課
師

の
生
年
は

五
四

〇
年

前
後
と

な
り
、
三

十
歳

の
頃

に
慧
可

に
逢

っ
た

と
し

て

も
、
五
七
〇
年
以

降
と
な
っ

て

、
破
佛

の
直
前
と

な
ら

ざ
る
を
得
な

い
。

同

様

の
こ

と
は
、
法
沖

と
の
開
係

か
ら
も
言

い
う

る
。
即
ち
、
『
績
高

僧
傅
』

の
「
法
沖
傅

」
に
は
、
法
沖

が
慧
可
系
の
人

々
に

『
榜

伽

経
』
を
學

ん
だ
経

緯
を
述

べ
て
次
の

よ
う

に
言

っ
て

い
る
。

「
沖
以

楊
伽

奥
典
沈
没
日

久
。
所

在
追
訪

無
憚
夷

瞼
。
會
可

師
後
裔

盛
習
此

経
。
即
依

師
學

。
屡

撃
大

節
。
便
捨
徒

衆
任

沖
特
教
。

即

相
績

講
三
十

除
遍
。
又

遇
可
師
親

傅
授
者

。
依
南
天

竺
一
乗
宗

講
之
。

又
得
百

遍
。
」

即

ち
、
法
沖
は

、
初
め
慧
可

の
後
裔
に

學
び
、
後

に
は
、
慧
可

に
直
接
に

教
え

を
受
け

た
人
物

か
ら
も
學

ん
だ
と

い
う
の
で

あ
る
。
「
所
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在
追
訪
無
憚
夷
瞼
」
と
言
う
の
み
で
、
こ
れ
が
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
法
沖
傅
」
の
内
容
か

ら
判
断
す
れ
ば
、
貞
観
七
年
（
六
三
二
）
以
降
の
こ
と
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
ず
、「
法
沖
侍
」
の
冒
頭
部
の
文
章
を
掲
げ
よ
う
。

「
輝
法
沖
。
字
孝
敦
。
姓
李
氏
。
朧
西
成
紀
人
。
父
祖
歴
仕
魏
斉
故
。
又
生
於
克
部
。
沖
幼
而
秀
異
倣
岸
峙
俗
。
弱
冠
輿
僕
射
房

玄
齢
善
。
相
謂
曰
。
丈
夫
年
不
登
五
品
者
。
則
共
不
仕
鳥
逸
人
矣
。
冲
年
二
十
四
。
果
鳥
鷹
揚
郎
将
。
遭
母
憂
頌
涅
槃
経
。
見
居

家
迫
迩
之
文
。
遂
発
出
家
心
。
聴
涅
槃
三
十
除
遍
。
又
至
安
州
具
法
師
下
。
聴
大
品
三
論
榜
伽
経
。
即
入
武
都
山
修
業
。
年
三
十

行
至
翼
州
。
貞
観
初
年
。
下
致
有
私
度
者
處
以
極
刑
。
沖
誓
亡
身
便
即
剃
落
。
時
峰
陽
山
多
有
逃
僧
避
難
。
資
給
告
窮
。
便
造
詣

州
宰
曰
。
如
有
死
事
沖
身
常
之
。
但
施
道
糧
。
終
獲
福
祐
。
守
宰
等
嘉
其
烈
亮
。
昌
網
周
済
。
乃
分
僧
雨
處
。
各
置
米
倉
可
十
触

許
。
一
所
徒
衆
四
十
除
人
。
純
學
大
乗
井
修
課
業
。
経
年
食
米
如
本
不
減
。
一
所
有
五
六
十
人
。
後
経
雨
日
。
食
米
便
害
。
由
不

修
憚
兼
作
外
學
。
沖
告
曰
。
不
足
怪
也
。
能
行
道
者
。
白
毫
之
恵
耳
。
蓋
利
由
道
感
。
還
供
道
衆
。
行
殊
道
業
。
理
固
屡
空
。
于

時
逃
難
韓
多
。
復
弊
霖
雨
。
無
處
投
止
。
山
有
大
巌
。
猛
獣
所
居
。
沖
往
詣
巌
穴
。
告
日
。
今
窮
客
相
投
可
見
容
不
。
虎
乃
相
携

而
去
。
遂
成
依
之
。
男
聴
華
巌
等
経
及
難
解
。
重
至
安
州
。
有
道
士
蔡
子
晃
者
。
閑
習
内
外
欺
押
僧
倫
。
道
俗
盛
集
僧
寺
。
乃
令

晃
開
佛
経
。
沖
曰
。
汝
形
同
外
道
。
邪
述
纏
懐
。
萄
講
佛
経
終
陛
名
利
。
我
道
俗
無
名
。
要
惟
祥
子
。
身
既
在
此
。
畢
不
得
行
。

早
可
識
機
無
悔
於
後
。
晃
聞
獣
然
逡
巡
而
退
。
爾
時
大
衆
歎
曰
。
護
法
菩
薩
斯
其
人
哉
。」
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「
法
沖

傅
」
は
、
こ

の
後
、
先
の
引
用

文
に

績
く
の
で

あ
る
が
、
こ
こ

で
注
目
す

べ
き
こ
と

は
、
こ

こ
に

述
べ
ら
れ
た
時
期
の
法
沖

は
、

彼

が
師
事
し

た
三
論
宗

の
大
家
、

慧
嵩
（
五
四
七
一

六
三
三
）
の
完
全
な

影
響
下

に
あ

っ
た
と

い
う
こ

と
で

あ
る
。
文

章
の
表
面
上

は
、

安

州
（
湖
北
省
）
で
慧
嵩

に
「
大
品

三
論

拐
伽

経
」
を
學

ん
だ
こ

と
し

か
看

て
取

れ
な

い
が
、
賓
際

に
は
、

そ
の
直
後
に
武

都
山
で
修

行
し

た
の

も
慧
嵩

を
慕

っ
て

の
こ

と
で
あ

っ
た
し

、
『
華
厳
経
』

に
閲

す
る
疑

問
を

解
こ

う
と
し

て
再

び
安
州
に

赴
い
た
の

も
慧
具
に

教
え

を
請

お
う
と
し

た
た

め
と
見

る
こ

と

が
で
き

る

の
で

あ

る
。
そ
の
こ

と
は
、

慧
嵩

の
特
記
と

照
合
す

る
こ
と
で
明

ら
か

に
な
る
。

即
ち

、
「

慧
聡

傅
」

に
は
次
の
よ
う

な
一
節

が
あ

る
。

「
然
以
法
流
楚
服
成
済
已
聞
。
眠
絡
三
巴
尚
昏
時
網
。
便
以
法
弘
導
遠
化
未
聞
。
隋
大
業
年
派
流
江
侠
。
雖
遭
風
浪
属
志
無
前
。

既
達
成
都
大
弘
法
務
。
或
就
綿
梓
隨
方
開
訓
。
自
玉
璽
僧
侶
因
此
開
明
。
衝
煙
總
華
傾
味
正
法
而
成
恵
邱
焉
。
無
憚
遊
渉
故
使
来

晩
去
思
詠
歌
満
路
。
又
以
衆
斯
殷
雑
枯
折
由
生
。
嵩
嫁
法
徴
治
情
無
猪
隠
。
時
或
不
可
其
懐
者
。
計
奏
及
之
云
。
結
徒
日
盛
道
俗

屯
擁
。
非
是
異
術
何
能
動
世
。
武
徳
初
年
下
牧
窮
討
。
事
本
不
賓
。
評
者
罪
之
。
総
惟
道
在
人
弘
。
義
須
知
返
。
乃
旋
途
南
指
道

出
荊
門
。
隨
學
之
賓
又
倍
於
前
。
既
達
故
郷
巫
男
前
業
。
重
張
領
牒
更
波
間
鍵
。
神
望
蝿
高
衆
聚
俑
結
。
弊
其
誼
競
。
避
地
西
山

之
陰
。
屏
退
尋
閑
陶
練
中
観
。
経
皇
五
載
四
衆
思
之
。
又
造
山
迎
接
處
邑
傅
化
。
嵩
隨
宜
利
益
意
引
行
蔵
。
還
返
安
州
方
等
寺
講

説
相
績
。
以
貞
観
七
年
卒
于
所
住
。
春
秋
八
十
有
七
。
」

こ

れ
を

要
す

る
に
、
慧
具

は
、
隋

の
大
業
年

間
（
六
〇
五

上
ハ
ー
七
）
に
蜀

（
四
川
省
）
に
入

り
、
成

都
や
綿
州
・
梓
州

で
布
教
を
行

な
っ

た
が
、

流
言

に
遭

っ
て
捉
え

ら

れ
て
し

ま

っ
た
。
し

か
し

、
唐

の
武

徳
元
年
（
六
一
八
）
、
取
り

調

べ
の
結
果
、

無
官
と

判
明
し

て
許

さ
れ
、
荊

州
（
湖
北
省
）
を
経

て
故

郷
の
安

州
に

蹄
り
、
方

等
寺

を
中

心
に

講
説
を
行

な

っ
て
、

貞
観
七
年
（
六
三
三
）
に
八
七
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歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、「
法
沖
傅
」
に
「
又
至
安
州
嵩
法
師
下
。
聴
大
品
三
論
楊
伽
経
。
即
入
武
都
山
修
業
」
と
い
う
の
が
、
慧
嵩
に
師

事
し
た
後
、
彼
に
付
き
従
っ
て
四
川
に
行
き
、
成
都
の
北
方
に
位
置
す
る
武
都
山
（
綿
竹
賢
）
で
修
行
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
後
、
三
十
歳
で
翼
州
に
戻
っ
た
時
か
ら
、
法
沖
は
慧
昌
と
は
別
行
動
を
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
貞
観
元
年

玉

二
七
）
以
降
の
あ
る
時
鮎
で
『
華
巌
経
』
に
つ
い
て
尋
ね
る
た
め
に
安
州
を
再
び
訪
れ
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
に
は
慧
嵩
は
既
に

安
州
に
戻
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
雷
然
、
法
沖
が
安
州
に
赴
い
た
理
由
は
、
慧
嵩
の
教
示
を
受
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
慧
嵩
が
安
州
に
蹄
っ
だ
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
慧
嵩
傅
」
に
よ
れ
ば
、
安
州
に
蹄
っ
だ
後
、
五

年
間
、
西
山
の
陰
に
止
ま
っ
た
と
し
、
そ
の
後
も
講
説
を
行
な
っ
て
貞
観
七
年
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
故
郷
へ

の
蹄
着
が
法
沖
が
再
び
安
州
を
訪
れ
た
時
期
以
前
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
法
沖
は
、
慧
昌
が
六
三
三
年
に
亡
く
な
る
ま
で
、
そ
の
絶
對
的
な
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
彼
が
慧
可

の
後
裔
に
逢
っ
た
の
は
、
慧
昌
が
亡
く
な
っ
た
六
三
三
年
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
法
沖
傅
」
の
末
尾
に
は
、

「
至

今

麟

徳

年

七

十

九
矣

。
」

と
あ
る
が
、
こ
の
「
麟
徳
年
」
と
は
、
「
麟
徳
元
年
」
即
ち
、
六
六
四
年
を
指
す
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
法
沖
の
生
年
は
五
八
六

年
と
特
定
で
き
、
六
三
三
年
に
は
彼
は
四
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
法
沖
は
、
慧
可
の
後
裔
か
ら
弟
子
を
承
け
継
い
で

『
楊
伽
経
』
を
三
十
除
遍
講
じ
た
後
、
更
に
慧
可
の
直
弟
子
に
師
事
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
期
は
六
三
三
年
よ
り
何
年

か
降
る
は
ず
で
あ
る
。
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仮

に
法
沖

が
慧
可

の
直
弟
子

に
出
逢

っ
た
の
を
六
三

五
年
と
し

、
そ
の
時

の
そ
の
人

物
の
年
齢

が
八
十
歳

で
あ
っ
た
と
仮
定
す

る
と
、

そ

の
生
年

は
五

五
六
年
頃
と

な
る
。
す

る
と
、
そ

の
人
物

が
慧
可

に
師
事

し
た

の
を
二
十

歳
の
時
と
仮

定
し
て
も
、
計
算
上
、

慧
可
に

師
事
し

た
の
は

五
七
五
年
前
後

と
な

る
は
ず
で
あ

る
。
だ
と
す

れ
ば
、

彼
が
慧
可

に
師
事
し

た
の
は
、

あ
る

い
は
既
に
破
佛

が
起
こ
っ

た
後

の
こ

と
だ

っ
た
の
で
は

な
い
か
と

も
疑
わ
れ

る
。

別
稿

で
指

摘
し
た

よ
う

に
、
武
平
三

年
（
五
七
二
）
に
電
水
村
（
河
北
省
）
で
作

ら
れ
た
「
量

律
師
等

五
十
人
造
像
記
」

に
「
恵
可

」

の
名

前
が
見
え

る
の
で
あ

る
が
、
上
に
見

た
よ
う

に
、
那
律

師
や
法
沖

の
師

が
慧
可

に
師
事
し

た
の

が
五
七
〇
年
前
後

の
こ

と
で
あ

っ

た
と
す

れ

ば
、
こ

の
碑
文
に
見
え

る
「

恵
可

」

が
今

問
題
の

慧
可

と
同

一
人
物

で
あ

る
可
能

性
は
非
常

に
高

い
と
言
え

る
の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
に

、
慧
可
が
建
徳

六
年
（
五
七
七
）
の
北
周

の
破
佛

の
頃

ま
で
活

動
を
績
け

て

い
た
可

能
性
は

極
め
て
高
い
の
で
あ

る
が
、

既
に

鯛
れ
た
よ
う

に
、
四
十
歳

で
達
摩

に
出
逢

い
、
六
年
の
従
學

の
後
、
天
平

元
年

に
耶
都

に
出
た
と

い
う

『
績
高
僧
傅
』

の
説
を
採

用
す

る
と
、
破

佛
の
時
の
年
齢

は
九
十

歳
を
超
え

て
し

ま
う

の
で
あ

る
。

上
に
桧

討
し
た
資
料

か
ら
は

、
そ
の
頃
で
も
、
な

お
布
教
へ

の
充

分
な
活
力
を

持
っ
て

い
た
こ

と
を
窺
う

こ
と

が
で
き

る
と

い
う

の
に
、
こ

の
年

齢
は

あ
ま

り
に
高

齢
に
過
ぎ

る
で

あ
ろ
う

。
こ
れ

は
、
こ

の
、
四

十
歳

で
達
摩

に
師
事
し

た
と

す
る

『
績
高
僧
傅
』

の

説
そ

の
も
の

に
問
題

が
あ

る
こ

と
を
示

す
も
の
に
外

な
ら
な

い
。

既
に

鯛
れ
た
よ
う

に
、
そ
も
そ

も
、
慧
可

が
達
摩

に
師
事
し

た
と
い
う
こ

と
自
腰
、

史
賓
と
は

認
め
難

い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
よ

う
な

説
を

信
じ

る
必
要
は
も
と

よ
り

な

い
は
ず
で

あ
る
。

で
は
、

こ
れ
を

無
視
し
た
場
合

、
慧
可

の
生
歿
年

は
ど
の

よ
う

に
考
え

れ

ば
よ

い
の
で

あ
ろ
う

か
。

そ
れ
を
推
測
す

る
う
え

で
重
要

な
示
唆
を

典
え

る
と

思
わ
れ

る
の
が
、
『
績
高

僧
傅
』

の
「

慧
布
傅
」

で
あ

る
。
次
に
こ

れ
に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

。
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四
、
「
慧
布
傅
」
よ
り
見
た
る
慧
可
の
生
歿
年

『
績

高
僧

傅
』

の
「

慧
布

傅
」

に
は
、

慧
布
（
五
一
八
一

五
八
七
）
が
三

論
宗
の

僧
詮
（
生
歿
年
未
詳
）
に
學

ん
だ
後
、
更

に
知
見

を

廣

め
ん
と
し

て
北
地
に
赴

い
た
と
し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
末

遊
北
邦
更

渉
未

聞
。

於
可

律

師
所
暫

通
名
見

。
便
以

言
作
其

意
。

可
曰

。
法
師
所

述
可

謂
破
我

除
見
莫
過

此
也
。
乃

縦
心
諸

席
備
見
宗
領

。
周
覧
文

義
妓
具

胸
襟
。
又

寫
章
疏
六

駄
。
負

還
江
表
。

並
遣
朗
公

令
其
講

説
。
因
有

遺
漏
重
往
斉
國
。
廣

寫
所
閥

責
還
付
朗

。
自
無
所

畜
。
衣
鉢
而
已

。

専
修
念
慧
狽
止

松
林

。
蕭
然
世
表

學
者
欣

慕
。
1

造
思
律

師
輿

論
大
義
。
連
徹
日

夜
不
畳

食

息
。
理

致
禰
密

言
勢
不

止
。
思

以
鍼

如
意
打

案
曰
。

萬
里

空
矣
。

無
此

智
者
。

坐
中
子

節
人
同

聾
嘆

悦
。
又

輿
逡
律

師
論
義

。

即

命
公

之

師
也

。
聯
綿

往
還
三
日
不

絶
。

逡
止
之
嘆
其

慧
悟

返
半

而
卑
身

節
行
不
順

其
美
。
」

慧
布

が
邦
で
慧
可

に
面
會
し

た
時
期

に
つ

い
て

は
言
及

が
な

い
が
、
郵
で

「
章
疏
六
駄

」
を
寫
し

、
江
表

に
庸
し

て
法
朗
に

講
説
さ

せ

た
と

い
う
こ
と

か
ら
す
れ

ば
、
僧

詮
門
下

の
逸
材
と
し

て
、
慧
布
・
智

辨
（
生
歿
年
未
詳
）・
慧
勇

（
五
一
五
‐
五
八
二
）
と
と
も

に
「
詮

公
四

友
」

の
一
人
に

数
え

ら
れ

た
法
朗

（
五
〇
七
一
五
八

し

か
興
皇
寺

に
住
し

た
永
定
二
年

（
元
五
八
）
以

降
で
あ
ろ
う
。

慧
布

は
、
慧
可

の
外
に

も
慧
思
（
五
一
四
一
五
七
七
）
や
慧

迦
（
生
歿
年
未
詳
）
と
も

議
論
を
交

わ
し

た
と
さ
れ

る
が
、
こ

の
二
人

に

師

事
し

た
人

物
に
慧

命
（
五
二
八
－

五
六
八
）

が
あ
る
。
こ

れ
に

よ

っ
て
、
こ

の
二
人

が
ほ

ぼ
同
じ

時
期

に
同
じ
地

域
で
名

聾
を

競
っ

て

い
た
こ
と

を
窺
う
こ
と

が
で
き

る
。
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『
績
高
僧

傅
』

の
「
慧

命
傅
」
は
、

「
惺
失
正

理
通
訪

徳
人

。
故

首
自

江
南

終
于
河

北
。
遇
思

滋
雨

師
方

怯
所
滞

。
後

倶
還
仙

城
。
僅
得

五
稔
預
知
亡
日

。
乃
携

音
手

於
松

林
相
顧
笑
曰

。
即
斯
雨

處
使
可

終
焉

。
侍
者

初
聞
未
之

悟
也
。
不

盈
切
望

同
待
遇
疾

。
命
以
周
天

和
三
年

十
一
月
五
日

精
爽

不

謬
。
正

坐
珈

鉄
面

河
念
佛

。
咸
他

佛
来
合
掌
而

卒
。
同
衆

有
夢
天
人

下
地
幅

幡
照
日
。
又

同
房
宇

唱
霊
‥
哉
者
。
奇
香
異
楽

聞
重
一

非

一
。
音
以
其
月

十
七
日
。
亦

坐
本

處
。
所
現
瑞

相
頗
亦
同

倫
。
然
命

音
雨
賢

。
倶
年
三

十
有
八
矣

。
即
於
樹
下
構
斐
成
墳

。
有

弟
子

清
信
士
邦
子
文

立
碑
于
寺

。
」

と
述
べ
、
彼
ら
に
師
事
し
た
五
年
後
の
天
和
三
年
（
五
六
八
）
に
、
慧
命
が
朋
友
の
法
音
と
と
も
に
三
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う

か
ら
、
彼
が
こ
の
二
人
に
師
事
し
た
の
は
五
六
三
年
以
前
の
こ
と
と
な
る
。
『
績
高
僧
傅
』
の
「
慧
超
傅
」
に
は
、
慧
超
（
五
四
六
一

六
二
二
）
が
天
台
智
顎

元

三
八
一
五
九
七
）
や
慧
命
と
同
時
期
に
慧
思
に
學
ん
だ
と
し
て
、

「
弱

齢
厭
俗
。

自
出

家
後
。

誦
法
華

経
。
聞
光
州

大
蘇
山
慧

忠
節
師

猫
悟
一
乗

善
明
三
競

。
典
天
台

智
者
仙
城
命
公
。
篤
志

幽
尋
。

積
年
請
業

。
行
優
智

遠
。
徳
冠

時
賢
。
」

と
い
う
が
、
智
顎
が
慧
思
に
師
事
し
た
の
は
、
五
六
〇
年
か
ら
五
六
八
年
の
間
で
あ
る
か
ら
、
慧
命
が
慧
思
に
師
事
し
た
の
は
、

五
六
〇
年
か
ら
五
六
三
年
の
問
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
慧
逡
に
従
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
そ
の
直
前
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
五
六
〇
年
頃
に
は
、
慧
思
と
慧
逡
が
名
を
均
し
く
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
形
勢
は
長
く
は
績
か
な
か
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つ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
慧
思
に
入
門
し
た
智
頭
が
慧
迦
を
論
駁
し
て
屈
伏
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
『
隋
天
台
智
者
大
師

別
傅
』
に
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

時
有
慧
進

禅
師
。
行

矯
常
倫
。
辨
迷

時
聴
。
自
謂
門

人
曰
。
我
所
敷

弘
億

師
子

吼
。
他
之

所
説
是

野
干

鳴
。
心

眼
未

開
誰
不

惑
者
。

先
師
正
引

経
文
。
傍
宗

撃
節
。
研

靉
考

問
。
進
則
失

徴
。
揚

簸
慧
風

。
則
糠
枇
可

識
。

淘
汰
定
水

。
故
砂
牒
易
明
。
於
是

迷
徒
知

反
。
問
津

識
済
。

掲
於
是
夜
夢
見

三
層

楼
閣
。
進
立
其
下

。
己

坐
其
上

。
又
有

一
人
攘
腎

怒
目
曰

。
何
忽
進
耶
。
何
疑
法

耶
。
宜

借
問
我
。

先
師
設
難

敷
聞
。
賓
主

往
復

。
怒
人
跡
窮

理
喪
。

結
舌
亡

言
。
因
誠
之

曰
。

除
諸
法
貨
相

除
皆
魔
事
。
誠
已
不

復
見
遁

及
典
怒
人

。
夕
有
聞

者
。
謂
烏
調

牒
。
旦

詣
思
所
。

具
陳
是
相

。
師
曰

。
汝
覗

般
若
不
退
品

。
凡

幾
種

行
類
相
貌
。
九
十

六
道
経

云
。
人
若

説
法
神
助
怖

之
。
汝
既

書
折
慢

憧
。
夜
駆
悪

窯
。

邪
不
干
正

。
法
庖
爾

也
。
」

こ
こ
で
は
、
慧
迦
は
慢
心
を
抱
い
た
狗
善
的
人
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
智
顎
が
敢
え
て
批
判
を
加
え
た
か
の
ご
と
く
に
描
か
れ
て
い

る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
事
賓
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
思
想
的
な
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
『
弘
賛

法
華
傅
』
の
「
浄
見
傅
」
の
末
尾
近
く
に
、

「
浄
見

。
即

贈
律

師
之
教
授
律
法

之
師
也

。一

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慧
迦
の
律
法
が
浄
見
（
生
歿
年
未
詳
）
よ
り
授
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
傅
記
の
冒

頭
に
は
、
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「
祥
浄
見
。
不
知
何
許
人
。
童
稚
出
家
。
多
住
崇
高
及
龍
門
山
。
誦
法
華
経
。
至
一
萬
三
千
遍
。
内
精
修
妙
観
。
深
入
脈

要
。」

と

あ

っ
て
、
そ

の
基

本
的
立
場

が

『
法
華

経
』

に

あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ

る
か
ら
、

比
較
的
近

接
し
た
地

域
に
あ
っ
て
、
同
じ

く

『
法

華

経
』
を

立
場
と
し

て
い
た
慧
思

や
智
頭

に
と
っ
て

は
、

い
ず
れ
對
決
せ

ざ
る
を
え

な
い
存
在

だ
っ
た

の
で
あ
る
。

『
隋
天

台
智
者
大

師
別
傅
』

の

言
う

よ
う

に
、
慧

逡
が
後
輩

の
智
顎

に
屈

伏
し

た
か
ど
う

か
疑

わ
し

い
が
、
智
頭

の
批
判

が
慧
逡
の

名

聾
を
大

い
に
傷

つ
け
た
こ
と

は
認
め
て

よ

い
で
あ

ろ
う

。
だ
と

す
れ

ば
、
慧
布

が
、
慧
思
と

慧
迦
と
に
參

じ
た
の
も
、
雨

者

が
蛙
び

稀
さ

れ
て

い
た
五
六

〇
年
頃
と
見

な
す

の
が
営
然
で

あ
り

、
彼

が
慧
可
に
面

會
し
た

の
も
、
こ

れ
と
相

い
前

後
す
る
時
期
と
見

ね

ば
な

ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

「

慧
布

傅
」
で
注
目

す

べ
き
は
、

彼
が
北
地

で
逢

っ
た
慧
可

、
慧
思

、
慧

逡
が
、

い
ず
れ

も
慧
布

の
賓
力

を
認
め
る

麓
言

を
し

て

い

る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
慧
布
と

彼
ら
と

の
開
係
は
、

師
弟
で
は

な
く
て
、
同

時
の
先
輩

後
輩

の
闘

係
で

あ
る
こ

と
が
窺
え

る
。
賓
際

の
と
こ

ろ
、
慧
思
は

、
慧
布
よ
り
四

歳
年
長

で
あ

る
に
過

ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

慧

逡
の
生
歿
年
は
未

詳
で
あ

る
が
、
慧
命

が
慧
思
に
參

じ
た
後

に
師
事
し
、

慧
思

の
弟
子

の

智
顎

が
論
難
し

た
と
い
う

事
賓

か
ら
判

断

し
て
、

慧
思
の
同
輩

、
あ
る

い
は
や
や
後
輩

に
営
た

る
と
見

る
の
が
自
然
で

あ
る
。
だ

と
す

れ
ば
、
慧
可

も
彼
ら
と

ほ

ぽ
同

世
代
と

見

る

の
が
穏

営
な
と
こ

ろ
で
あ

ろ
う

。

い
ま

仮
に
、
慧
可

を
慧
思

よ
り
五

歳
年
長

で
あ

っ
た
と
仮
定

す

る
と
、
そ

の
生
年
は

武
平

二

年
（
五
〇
九
）
と
な
り
、
鄭

に
出

た
天

平

元
年
（
五
三
四
）
に
は
二

十
六

歳
、
向

居
士

が
書
を

通
じ

た
天

保
元
年
（
五
五
〇
）
に
は

四
十
二

歳
、

慧
布

が
參

じ
た
五

六
〇
年
頃

に

は
五
十
二

歳
前

後
（
時
に
慧
布
は
四
十
二

歳
前
後
）
、

那
律

師
や
法
沖

の
師

が
師
事
し

た
五
七

〇
年

頃
に

は
六
十
二

歳
前
後

、
破

佛
の
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際
に
は
六
十
九

歳
と
な

る
。
略

ぼ
妥

営
な
線

で
あ
ろ
う

。
慧
可

が
破
佛
に

遭
遇
し
た
後

、
数
年

の
う
ち

に
入

寂
し
た
と
す

れ
ば
、
七
十

代
半

ば
く

ら
い
で
あ

っ
た
と

い
う
こ

と
に
な

る
。

も
し
、
こ

の
生
歿

年
代

が
史
官

と
そ

れ
ほ
ど
違

わ
な

い
と
す

れ

ば
、
『
績

高
僧

傅
』

の
暗
示
す

る
菩

提
達

摩
の
寂
年

で
あ

る
五
三
〇

年
頃

に
は
、
慧
可
は
二

十
二
歳

前
後
で

あ
り

、
そ
の
六
年
前

に
師
事

し
た
と

す
れ

ば
、
そ

の
頃
は
ま

だ
十
五
六

で
あ
っ
た
こ

と
に
な

る
。

こ

れ
で
は
、

い
か
に
も
弱
年

に
過

ぎ
る
よ
う

に
も
思
わ

れ
る
が
、
先

に
示
し

た
よ
う
に

、
『
績
高
僧

傅
』
「
道
信
傅
」
に
よ

る
と

、
道
信

は
七

歳
で
或

る
師
匠
に
仕
え

、
五
年
間

師
事
し

た
と

い
う

か
ら
、
決

し
て

あ
り

え
な

い
こ

と

で
は
な

い
。
少
年
の
頃
、
慧
可

が
菩
提
達

摩
に

遭
遇
し
た
可

能
性
は
排

除
さ

れ
な

い
の

で
あ
る
。
そ

れ
に
、

骸
り
に
出

逢
っ
て

い
な
か

っ
た
と
し

て
も
、
弱
年
で
師
事
し

た
と
し

た
方

が
、
宗

教
的
才
能
を
示

す
も

の
と
し
て
望
ま

し
か

っ
た
は

ず
で
は
な

い
の
か
。
に

も
か

か
わ
ら
ず

、
官
際
よ
り
も
遥
か

に
年
長
で

あ

る
か
の
よ
う

に
傅
わ

っ
て

い

る
と

す
れ

ば
、
そ
こ

に
は
何
ら

か
の
事
賓

が
隠
さ

れ
て

い
る
と
見

る
べ
き
で
は

な
い
だ

ろ
う

か
。
次

に
、

こ

れ
に
つ

い
て

考
え

て
み
た

い
。

五
、
『
二
入
四
行
論
』
の
撰
述
時
期
と
四
十
歳
師
事
説

『
績
高
僧

傅
』
「

僧
可
傅
」

は
、
先
に

掲
げ
た
B

の
文
章
に
見

る
よ
う

に
、
菩

提
達
摩
と

慧
可

の
師
弟
闘
係

を
認
め
、
し
か
も

、
慧
可

が
菩

提
達
摩

に
初

め
て

出
逢

っ
た

の
を
四
十

歳
の

時
で
あ

る
と
明
示

し

て

い
る
。
「

僧
可

傅
」
自

殼
に
は

『
二
入
四
行

論
』

へ

の
言
及

は
全
く
見

る
こ
と

が
で
き
な

い
の
で
あ

る
が
、
慧
可

が
菩
提

達
摩
に

六
年

問
従

っ
て
「
一
乗

」
を

極
め
た
と

言
い
、
そ

の
内
容
を
「

理

事

兼
融
苦

楽
無
滞
」

と
表
現
し

て

い
る
の
は
、『
二
入
四

行
論
』

の
存

在
を
前
提

と
す
る
も

の
と
見

る
べ
き
で

あ
る
。
何

と
な
れ

ば
、「

理

事

兼
融
」

は
「
理
人

」
と
「
行
入

」
を

指
す

も
の

で
あ
ろ
う
し

、
「

苦
楽
無

滞
」
は
、
明

ら

か
に
、
『
二

入
四
行

論
』

の
「
報
怨
行
」

と
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「
隨

縁

行

」

の
記

述

、

即
ち

回
二
何
報
怨
行
。
修
道
行
人
。
若
受
苦
時
。
雪
自
念
言
。
我
従
往
昔
。
無
数
劫
中
。
棄
本
従
末
。
流
浪
諸
有
。
多
起
怨
憎
。
違
害

無
限
。
今
雖
無
犯
。
是
我
宿
映
悪
業
果
熟
。
非
天
非
人
所
能
見
輿
。
甘
心
忍
受
。
都
無
怨
訴
。
経
云
。
逢
苦
不
憂
。
何
以
故
。
識

達
本
故
。
此
心
生
時
。
輿
理
相
庖
。
挫
怨
進
道
。
是
故
説
言
報
怨
行
。」

「
第
二
隨
縁
行
者
。
衆
生
無
我
。
蛙
縁
業
所
韓
。
苦
楽
斉
受
。
皆
従
縁
生
。
若
得
勝
報
粂
響
等
事
。
是
我
過
去
宿
因
所
感
。
今
方

得
之
。
縁
言
還
無
。
何
喜
之
有
。
得
失
従
縁
。
心
無
増
減
。
喜
風
不
動
。
冥
順
於
道
。
是
故
説
言
隨
縁
行
。」

を

念
頭

に
置

い
た

も
の
と
見

倣
し

う

る
か
ら

で

あ
る
。

つ
ま
り
、
「

僧
可

傅
」
は

、
慧
可

は
、

四
十

歳
の

時
に
菩
提

達
摩

に
出
逢

い
、

そ

の
六
年
後
、
即

ち
、
四

十
六
歳

の
時
、
『
二
人

四
行
論
』

を
授

か
っ
た
と
す

る
の
で

あ
る
。

し

か
し
、
既

に
度

々
鯛

れ
た
よ
う

に
、
慧
可

が
菩

提
達
摩

に
師
事
し
て

『
二

人
四

行
論
』
を

授
か
っ

た
と
す
る
傅
承
そ
の

も
の
が
事

貢
と

は
認

め
ら
れ
ず
、
『
二

人
四

行
論
』
は
慧
可

自
身
の

著
作
と
見

な
す

べ
き

も
の
な
の
で

あ

る
。

も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
、
『
二

人
四

行
論
』

の
内
容

や
形

式
に
、

慧
可
自
身

の
膿
験

が
反

映
さ
れ

て
い
て
し

か
る
べ
き
な

の
で
は

な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
し

た
視
鮎

に
立
っ

て
、
「
僧
可

傅
」

の
記
述
と

『
二

人
四
行
論
』

と
を
照

合
し

た
場
合

、
先
ず

注
意

さ
れ
る

の
は
、
先

に
掲

げ
た
「

僧
可
傅
」

の
A

の
部

分
に

、
北
魏
時
代

に
慧
可

が
自

ら
の
思

想
を

明
ら

か
に
し

た
と
こ

ろ
、
常

時
の
名
だ

た
る
人

々
か
ら
師
承

が
な
い
と
批
判
さ

れ
た
と
記

さ
れ

て
い

る
と

い
う

貼
で

あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
慧
可

が
菩
提
達
摩

を
持
ち
出

さ
な
く
て

は
な
ら

な
か
っ
た
理

由
を

推
測

で
き

る
よ
う

に

思
わ

れ
る
。
即

ち
、

自
ら

の
思

想
を
イ
ン

ド
人
か
ら
授

け
ら

れ
た
と
主
張
す

る
こ

と
で
、

慧
可

は
、
師
承
な

く
勝
手
な

説
を

説
く

と
す

-
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る
批

判
を

か
わ

そ
う
と
し

た
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

も
っ
と

も
、
こ

の
批
判
に

つ

い
て
は
、
「
僧
可

傅
」

に
「
但

権
道
無

謀
。
願

會
非

遠
。
自

結
斯
要

誰
能
繋

之
」
と
述

べ
ら
れ
て

い
る

よ
う

に
、
慧
可

は
、
ほ
と

ん
ど
意

に
介

さ
な

か
っ
た
よ
う

で
あ

る
。

従
っ
て
、
こ

の
経

験
が

『
二

入
四
行

論
』
の
制
作

に
直

結
し

た
と

は
考
え

に
く

い
。
こ

れ
に

對
し
て
、
C

の
部
分

に
述

べ
ら
れ
る
東
魏

時
代

の
道
恒
に

よ
る
迫
害

は
、
そ

の
後
の
布
教
方

法
を

一
髪
さ
せ

る
よ
う
な
深

刻
な

影
響
を

慧
可
に

輿
え

た
。
も
し
、
『
二

人
四

行
論
』

が
慧
可

の
著
作

で

あ

る
な

ら
、
常
然

、
そ
の
影

響
が
そ
こ

に
現

わ

れ
て

い
て
し

か
る

べ
き

で
は
な

い
の
か
。

そ

の
よ
う
に

考
え
た
場

合
、
見
逃

す
こ
と

の
で
き
な

い
の
は
、
「
四
行

」
の
う
ち

の
「
報

怨
行
」

で
あ

る
。
「
理
人
」

が
如
束

蔵
思
想

に
基

づ
き

つ
つ
、「
壁
観
」
と
呼

ば
れ
る
卵
観

に
よ

っ
て
「
悟
り

」
を

獲
得
す

る
こ

と
で

あ
る
の

に
對

し
て
、「
行
人
」
た

る
「
四

行
」
は
、

現
賓

生
活

の
中

で

い
か
に

「
悟
り

」
を
貫
徹
す

る
か
を

教
え

る
も

の
で
あ

る
が
、「
報
怨

行
」

の
内

容
は
、
先
に
引

い
た
通
り

で
あ

っ
て
、

要
す

る
に
、
現

賓
に
出
逢
う

苦
し
み

に
耐
え

る
方

法
を

教
え

る
も

の
な
の
で

あ

る
。
し

か
も
、
別

稿
で

論
じ
た
よ
う
に
、
「
四
行
」

は
、

「
樽
法
行

」

↓

「
無
所
求
行

」

↓

「
隨

縁
行
」
I

「
報
怨
行
」

と
い
う
順
で
、
前
者
を
基
礎
に
後
者
が
導
出
さ
れ
る
形
で
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
報
怨
行
」
は
、
賓
に
「
四
行
」
の
蹄

結
と
見
な
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
二
人
四
行
論
』
の
思
想
が
、
員
に
「
苦
」
を
味
わ
い
轟
く
し
た
も
の
に
し
か
書
け
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ

の
黙
で
、
そ
の
作
者
と
し
て
、
慧
可
が
非
常
に
相
庶
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
筆
者
の
考
え
は
こ
う
で
あ
る
I

東
魏
の
時
代
、
慧
可
は
、
道
恒
の
迫
害
を
契
機
と
し
て
自
ら
の
思
想
を
深
化
さ
せ
、
そ
れ
を
『
二
人
四
行
論
』
と
い
う
形
に
纏
め
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た

が
、
若

い
頃

に
師
承

の
な

い
の
を
批
判

さ
れ
た
経
験

に
鑑
み
て

、
自
ら

の
著
作
と
し

て
公
表

す

る
こ
と

は
諦
め
、
イ
ン

ド
僧
の
菩
提

達

摩
に
授
け

ら
れ
た

も
の
だ
と
吹

聴
し
た
。

も
し
こ

れ
が
事
賓

で
あ

っ
た

と
す
れ

ば
、

慧
可

が
四

十
歳
で
菩

提
達
摩

に
出
逢

い
、

六
年
間

師
事
し

た
と
す
る
「
僧
可
傅
」

の
記
載

に

新
た
な

意
味
を
見
出

す
こ
と

が
で
き

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
と

い
う

の
は
、

慧
可

が
菩

提
達
摩
に

師
事
し
た
と

い
う
こ

と
は
事

賓

と
し

て
は
承

認
す

る
必
要

が
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、

も
し
、
こ

の
「
四

十

歳
」
、

あ

る
い
は
「
四

十
六

歳
」
と

い
う
年

齢
に
意

味
が

あ
る
と

す
れ

ば
、
そ

れ
は
、
菩

提
達
摩

に
出
逢

っ
た
時
期

と

い
う
よ
り

も
、
慧
可

が
菩

提

達
摩
に
師

事
し

た
と
吹
聴
し
始

め
た
時
期
、

あ
る

い
は

、
『
二

人
四
行
論
』

を
制
作

し
た
時
期

と
闘

聯
を

持
つ
も

の
と
見
な
す

べ
き
で

は
な

い
の
か
。

先

に
想
定
し

た
よ
う

に
、
慧
可

の
生
年
を

武
平
二

年
（
五
〇
九
）
前

後
と
す

る
と
、
四

十
歳

は
五
四
八

年
頃
と
な
り

、
四
十
六

歳
は

五
五
四
年

頃
と
な

る
。
こ

れ
は
東
魏
の
末

か
ら
北
斉

の
初
め

に
か
け
て

の
時
期

で
、

恐
ら
く
は

、
道
恒

の
迫
害
の
後
に
営
た

る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
非

常
に

興
味
深

い
こ

と
に
、
こ

れ
は

楊
街
之

（
生
歿
年
未
詳
）
が

『
洛
陽

伽

藍
記

』
（
五
四
七
年
頃
成
立
）
を
撰

述
し

た
時

期
と

も
略

ぼ
重

な
っ
て

い
る
。
周
知
の

ご
と

く
、
『
洛
陽
伽

藍
記
』

は
、
菩
提

達
摩

に
言
及

す
る
最
古

の
文
献
で
あ
り

、

「
時

有
西

域
沙
門
菩

提
達
磨

者
。
波
斯

國
胡
人
也

。
起
白
荒

裔
。
爽
遊
中
上

。
見

金
盤

舷
日

。
光

照
雲
表

。
賓
鐸

含
風

。
響
出
天
外
。

歌
詠
讃
歎

。
賓

是
神
功

。
自
云
年

一
百

五
十
歳
。

歴
渉

諸
國

。
育
不
周

遍
。
而
此

寺
精
麗

。
閻
浮
所
無

也
。
極
物
境
界

。
亦
未
有

此
。
口
唱

南
無
。
合
掌

連
日
。
」
（
T
水
寧
寺
）
の
項

）

「
修

梵
寺

有
金
剛

。
鳩
鵠
不
入

。
鳥
雀
不
棲

。
菩
提

達
磨
云
。
得
其

真
相
也
。
」
（
「
修
梵
寺
」
の
項
）
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な
ど

と
記

さ

れ
て

い
る

が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、

常
時
、
菩

提
達
摩

が
神
異

の
人

と
し
て
名

高
か

っ
た
こ
と
、

そ
の
名

が
北
魏
時
代

の
洛

陽
の

佛
教
界

の
繁
槃
と
結

び
つ

い
て
記

憶
さ

れ
て
い
た
こ

と
が
窺
わ

れ
る

の
で

あ
る
。
こ

れ
は
常

時
の
人

々
の
菩

提
達
摩
戴
を
示
す

も

の
と

言
え

る
が
、
慧
可

が
利
用

し

よ
う

と
し

た
の
が
、
そ
う

し
た
達

摩
に
對
す

る
世
評

で
あ
っ
た

と
い
う
こ

と
は
充

分
に
考
え

ら
れ
る

と
こ

ろ
で
あ

ろ
う

。

以

上
の
よ
う

な
鮎
を
ふ
ま
え

て
、
再

び
、
こ
こ

で
私
見
を

述

べ
る
な
ら
次

の
ご
と
く

で
あ

る
I

慧
可
は

、
自

ら
の
苦

い
箆

験
を
契

機
と

し
て
思

想
を
深

化
さ
せ

、
四

十
歳
、

あ
る

い
は

四
十

六
歳
の
頃

、
『
二

人
四
行

論
』

を
著

わ
し
、

か
つ

て
菩

提
達
摩

に
授
か

っ
た

も
の

と
し
て

流
布
を
圖

っ
た
が
、

そ
れ

が
後
に
誤

ら
れ
て

、
慧
可

が
達
摩

に
出
逢

っ
た

時
の
年

齢
、

あ
る

い
は
・
、
『
二

人
四

行
論
』
を

授
か

っ
た
時
の
年

齢
が
四
十

歳
、

あ
る

い
は
、
四

十
六
歳
と
見

倣
さ

れ
る
よ
う

に
な
っ
た

。

む
す
び

以
上
、

種
々

の
鮎

か
ら
慧
可

の
傅
記

に
つ

い
て

考
え

て
き

た
が
、
そ

の
結
果
、
資

料
に
闘

し
て
、

I

。
『
績
高

僧
傅
』

の
「
僧
可

傅
」
以
外

に
は
、
信

頼
で
き

る
傅
記
資
料
は

全
く
存

在
し
な

か
っ
た
。
2

．
『
績
高

僧
傅
』

の
「
僧
可

傅
」
は
、
最

も
古

い
部
分
で
も

、
慧
可
自
身

に
由

来
す

る
と
見

ら
れ

る
史
賓
の
歪

曲

が
あ

る
。

等

と
考
え
う

る
こ
と

を
明
ら

か
に
し
た
。
そ

し
て
、
慧

可
の
傅
記

そ
の
も

の
に
闘
し

て
も
、
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1

。
四

十
歳

で
菩
提

達
摩

に
出

逢
い
、
六
年

問
従

っ
た

と
す

る

『
績
高

僧
傅
』

の
記

述
は
、

種
々

の
鮎
よ
り
見
て

信
じ

が
た
く
、

こ

の
年
齢
は
、
『
二

人
四
行

論
』

を
制
作

・
公

表
し

た
時
期

と
開
わ

る
も
の
で

あ
っ
た
可

能
性

が
考

え
ら
れ
る
。
2

．
『
績
高

僧
傅
』
「
僧
可

傅
」
の
新
し

い
部
分

に
記

さ

れ
て

い
る
破

佛
の
際

の
曇

林
と

の
因
縁

は
史
賓
と
は
見

が
た

い
が
、
慧
可

が
破
佛
に

遭
遇

し
た
こ

と
自
彊
は
事

賓
と
見

て
差
し
支
え

な

い
。

等

の
私
見
を

提
示
し
、

お
お
よ

そ
、
次
頁

に
掲
げ

る
年

譜
の
よ
う

な
傅
記
を

想
定
す

る
に
至

っ
た
。

こ
の
多
く

は
推
測

の
域
を
出

な

い
も

の
で
は
あ

る
が
、
諸
資
料

の
整
合

性
を
考
慮
し

た

結
果
で
あ
り

、
何
年

か
の
誤
差

は
あ
り
得
る

に
し
て

も
、
全
鼓
と
し

て
は
、

ほ

ぼ
妥
常

な
線
で
は

な

い
か
と
思

う
。

な

お
、
こ
こ

で
付
け
加

え
て

お
か

な
く
て

は
な
ら
な

い
の

は
、
以
上

の
考

察
は
、
『
涅
槃

論
』

の
著

者
、
慧
留
に

つ

い
て
考
え

る
場

合

に
も
大
き

な
示
唆
を

凱
ハ
え

る
も
の
だ
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

慧
可

が
破

佛
に
遭
遇
し

た
こ
と

が
事
賓

で
あ
れ

ば
、
破
佛

に
際
し
て
南

方

に
逃

れ
た
慧
留
と

の
間
に
傅
記

的
な
連

組
性
を
認

め
る
こ
と

が
で
き

る
し

、
慧
可

が
自
分

の
著
作
を
樅

威

づ
け
る
た

め
に
菩

提
達
摩

の
名
を
利
用

し
た

の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は

、
慧
留

が
達
摩
菩
提

や
践
摩
利
三

蔵
の
名
を

利
用
し

て
自
著

の

『
涅
槃
論
』
を

権
威
づ
け
た

の
と
全
く
同

じ
手
法

で
あ

る
こ

と
に
な

る
か
ら
で
あ

る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、

慧
可
と
慧

留

が
同

一
人
物

で
あ
る
可
能
性
は

い
よ

い
よ
高

ま
っ
た
と

言
え

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

。

-
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王朝 年 代 年齢 事 績

北魏

武平二年(509) 頃7 1 歳 この頃、虎牢で生まれる。

孝昌元年（525）頃 17歳前後
インド僧、菩提達摩の行動が人々の

耳目を集める。あるいは遭遇したか。

？ 7

洛陽に出て内外の學問を修め、劉自

の見識を持ったが、それを公表した

ところ、m 断であるとして批判され

る。

東魏

天平元年（534） 26歳前後
北魏が東西に分裂したので、東魏の

都となった郭に移る。

？ 7 次第に名磐が揚がり、道俗が集まる。

？ ？
道恒に嫉まれ、官憲から危害を加え

られる。

？ ？ 郭や衛を彷徨いつつ布教を行なう。

武定五年（547）頃 39 歳前後
楊街之がr 洛陽伽藍記』を撰述して、

菩提達摩についての記録を残す。

武定六年(548) 頃？ 40 歳前後

『二入四行論』を撰述し、椎威付け

のために、かつて菩提達摩に授けら

れたものであると吹聴。

北郷

天保元年（550） 42 歳前後
東魏が北斉に替わられる。

向居士と手紙を介して交流を持つ。

乾明元年(560) 頃9 52 歳前後 三論宗の慧布が訪れて交流を持つ。

武平三年（572） 64 歳前後
電水村で章節師らとともに阿禰陀佛

の造像に輿かる。

？ 7 那扉師や法沖の師が師事する。

北周 建徳六年（577） 69 歳前後 北周武帝の破佛に遭遇する。

隋 開皇三年(583) 頃7 75 歳前後 この頃、入寂する。
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註

（
1

）

宇

井
伯

壽

『
禅

宗

史
研

究
』
（
岩

波

書
店

、

一
九
三

五

年

）
三

六
－

四

七
頁

、

胡
適

「

拐
伽

宗
考

」
（
一

九
三

五
年

、
『
胡

適
文

存
』

第
四

集

巻
二

）
二

〇

〇
－

ニ

○
七
頁

、
印

順

『
中

國
騨

宗
史
－

従

印
度

禅

到
中

華
憚
』
（
正

聞

出
版

社
、

一

九
七

一
年

）
六
二
頁

等
を

參
照

。

（
2

）

例
え

ば

、
慧
可

が
達
摩

に
従
學

し

た
期

問

に
つ

い
て

、『
績

高
僧

傅
』

の
「

僧
可

傅

」

が
「
従

學
六

載
。

精

究
一
乗

」
と

す
る

の
に
對

し
て

、

同

じ

『
績
高

僧

傅
』

の

「
菩

提
達
摩

傅

」

が
「
尋

親
事

之
。

経
凹

五
載

」

と
す

る

の
は
明

ら

か
な

矛
盾
で

あ

る

が
、
宇
井

氏
は

、

「
四

、
五

載

を
経

て
屏

法

を
海

へ
ら

れ
、
更

に
従
學

す

る
こ
と

六
載

と

な
す

意
味

と
見

れ

ば
、

慧
可

の
親

事
す

る
こ
と

九
載
と

い
ふ
の

に

一
致

す
る

。
後

世

達
摩

の
面

壁
九

年
と

い

ふ
の

は
恐
ら

く
こ

れ
と

開

係
あ

る
こ

と
で

、
賓

は

慧
可

の
従
學

の
九
年
を

も
指
し

て
居

る

の

で

あ

ら
う

。
」
（
前

掲

『
禅
宗
史

研

究
』
三

七
頁

）

と

述

べ
て

、
『
景

徳

傅
燈

録
』

等

に
説

か
れ

る
、
慧

可

が
九

年
問

、
達

摩
に

従
っ

た
と

い
う
傅

統
説

を
擁

護
し

よ
う

と
し
て

い
る
。

（
3

）

前
掲

『
禅
宗

史
研

究
』

三

九
頁
。

（
4

）

拙

稿

「
『
績

高

僧

傅
』

達

摩

＝
慧

可

傅

の
形

成
過

程

に

つ

い
て

」
（「

印

度
學

佛

教
學

研

究

」
五

三
一

一

、
二

〇
〇
四

年

）
、

拙
稿

「
『
績
高

僧

傅
』

に
見

る

達
摩

系
習

祁

者
の
諸

相
－

道
宣

の
認

識

の
愛

化
か

意
味

す

る
も

の
」
（
「
東

洋
學

論
叢

」
三

〇

、二

〇

〇
五
年

）
を

參
照

。

（
5

）

拙

稿
「
『
二

人
四

行

論
』

の

作
者

に

つ

い
て
I
「
曇

林
序

」

を
中

心

に
」
（
「
東

洋
學

論

叢

」
三

二
、
二

〇

〇

七
年

）
二

〇
一

犬

一
〇
三

頁

を

參

照
。

（
6

）

拙

稿
「
『
二

人
四

行

論
』

の

成
立

に

つ

い
て
」
（
「
印

度
學

佛

教
學

研

究
」

五
五

一

一

、
二

〇
〇

六
年

）

二

一
四
頁

、
ま

た
、

前
掲

「
『
二

人

四
行

論
』

の
作
者

に

つ

い
て
I
「
曇
林

序
」

を

中
心

に
」

一
九

〇
－

一

九
一
頁

を
參

照

。

（
7

）

慧
可

の
傅

記

に
つ

い
て

は

、
以

前

、
「
慧

可

と

『
涅
槃

論
』
（
下

）
」
（「

東
洋

学
研

究

」
三

八
、
二

〇
〇

一

年
）

と

い
う

拙
稿

に
お

い
て

問
題

に
し

た

こ
と

が

あ
る

。
し

か
し

、
そ

の
時

勁
で

は

、
こ
こ

に

掲
げ

た
よ
う

な

諦
闘

題

に
つ

い
て
充

分

に
認

識
す

る
と
こ

ろ
ま

で
至

っ
て

い

な

か

っ
た

。

そ
の
内

容

は
本

拙
稿

に
よ

っ
て

全
面

的

に
改

め
ら

れ
る

べ
き
で

あ

る
。

（
8

）

前

掲

「
榜

伽
宗

考
」

二

〇
四

大

一
〇
兵

頁
。
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（
9

）

大

正

蔵
五

一

、
二
I

九
中
一

二

二
I

下

を
參

照

。

（
1
0
）

『
賓

林

傅

』

の
慧

可

傅

に

つ

い
て

は

、

田

中

良

昭

『
賓

林

傅

評

注

』
（
内

山

書

店
、

二

〇

〇

三

年

）

三

七

三

上
二
八
二

頁
、

四

〇

七
－

四
二

七

頁
、

四
二

七

―
四

二

八
頁

を
參

照
。
D
n

）

前
掲

『
賓

林

傅
詳

注
』

四
一

九
－

四
二

〇

頁
。

（
1
2
）

楊
曾

文

『
神
會

和
尚

祚

話

録
』
（
巾
草

書
局

、

一
九

九
六

年
）

一
〇

五
回

。

（
1
3
）

柳

川
聖
山

『
初
期

の
扉

史
n

』
（
筑
摩

書
房

、

一
九

七
六

年
）

七
八

頁

。

（
1
4
）

例
え

ば
、
『
歴
代

法

貨
記

』

の

創
唱

の

ご
と

く
考

え

ら

れ
て

き
た

「
西
天

二

十

九

机
説

」

も
、

既

に
存

在
し

た

荷
洋
宗

の

説
を

領
承

し
た

も

の
と

見
倣

す

べ
き

で

あ
る

。
こ

れ

に
つ

い
て

は
、
拙

稿
「
最

澄

が
傅
え

た

初
期

稗
宗

文

献
」
（
「
峰
文

化
研

究
所

紀
要

」
二
三

、
一

九
九

七
年

）

一

九

六
頁
を

參

照
。

（
1
5
）

『
歴
代

法

賓
記

』

の
慧
可

傅
も
百

七

歳
入

寂
説

を
採

用
し

て

い
る

が
、

次
に
示

す

よ
う

に

、
そ

の
生

涯

は
こ

れ
と

は
異

な
っ
て

い
る
。
I

．
四

十

歳
で

達
摩

に

師
事

し

、
以

後

、

六
年

間
従
う

。
2

．
四

十

年

間
、

幌
山

、
洛

州

・
相
州

（

＝
都

都
）

に
隠

れ

る
。
3

．
二

十

年

間
、

相
州

で
布

教
を
行

な
っ

た
後

、
百

七
歳

で
懸

令

の
狸

仲
儡

に
殺

さ

れ
る
。

要

す
る

に

、
達

摩

に
師
事

し
た

期

間
を

九
年

で

は
な

く
、
六
年
と

す

る
と

こ

ろ
に

相
違

が
見

ら

れ
る

の
で

あ

る

が
、
六
年
と

す

る
の

は

『
績

高
僧

傅
』

と
も

一

致
す

る
か

ら

、
む
し

ろ

、
こ

ち
ら

の

説
の
方

が
古

い
か
も

知

れ
な

い
。
恐

ら

く

、
こ

の
場
合

も

、
こ

の
よ

う

な
説

が
既

に

荷
洋

宗
で

行

な
わ

れ
て

い
た

の
で

あ

ろ
う
。

（
1
6）

若

い
頃

に

儒
教

や
老

荘
を
學

ん
だ
と

い
う

説

は
、

既

に
荷
滓

宗

に
あ

っ
た
可

能

性

が
あ

る
。
と

い
う

の
は

、
後

に
引
く
よ

う

に
、

荷
滓
宗

の
説

の
源

と

も
な

っ
た

『
績

高
僧

傅
』

の

「
僧
可

傅

」

に
「
外

覧
墳

素
内

通

蔵
典

」
と

見
え

る

か
ら

で
あ

る
。

（
1
7）

大
正

蔵

五

〇
、
六

〇

六
中

。

（
1
8）

『
菩
提

達

摩
南

宗

定
是

非

論
』

に
よ

っ
て

、
荷

洋
糾

會

が
杜

瀧
の

『
傅
法

賓
紀

』

の
存

在

を
知

っ

て

い
た
こ

と

が
分

か

る
が
（

前

掲

『
榊

會
和

尚

扉

話
録

』

二

九
頁

、

ごニ

ー
三

二

頁

參

照
）
、
『
傅
法

貨

紀
』

に

も

、
四

十

歳
で

達

摩

に
師

事

し

た
と

い
う

説

や
、
僧

燦

が
院
公

山
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（
続
山
）
に
隠
居
し
た
と
い
う
説
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
影
響
も
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
、
『
妨
法
貨
紀
』
の
説
の
根
捺
が
『
績
高

僧
傅
』
に
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。

（
1
9）

大
正
蔵
五
〇
、
五
五
一
下

丿
五
五
二
中
。

（
2
0）

前
掲
「
『
績
高
僧
傅
』

達
摩

＝
慧
可
傅
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
」
コ

ー七
－

一
二
八
頁
。

（
2
1）

前
掲
「
『
績
高
僧
傅
』

に
見

る
達
摩
系
習
両
者
の
諸
相
－

道
宣
の
認
識
の
惺
化
か
意
味
す
る
も
の
」

コ

ー七
－

一
三
〇
頁
。

（
2
2）

後
に
引
用
す

る
よ
う
に
、
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
、
斐
‥
提
達
摩
が
永
享
寺
の
塔
を
眺
め
て

い
た
と

い
う
記
載
が
あ
る
が
、
こ
の
塔
は
五
一
六

年
に
建
立
さ
れ
、
五
三
四
年
に
落
。宙
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
た
め
、
達
摩
の
活
動
の
中
心
は
こ
の
問
の
こ
と
と
見
ら
れ
て
い
る
（
闘
口
員
大

『
達

磨
の
研
究
』
〈
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
》
一
一
一
頁
等
を
參
照
）
。
こ
の

『
槙
高
僧
傅
』
「
僧
可
傅
」
の
記
載
は
、
正
し
く
、
こ

れ
に
合
致

す
る
。
こ
の
記
載
が
慧
可
、
あ
る
い
は
そ
の
弟
子
な
ど
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
菩
提
達
摩
の
活
動
期
を
略
ぼ
正
確
に
捉
え
て
い
た

こ
と
に
な
ろ
う
。

（
2
3）

大
正
蔵
五
〇
、
五
五
二
下
。

（
2
4）

大
正
蔵
五
〇
、
六
六
六
中
。

（
2
5）

大
正
蔵
五
〇
、
六
六
六
上
‐
中
。

（
2
6）

大
正
蔵
五
〇
、
五
二
二
下
。

（
2
7）

た
だ
、
罪
を
許
さ
れ
た
後
、
直
ち
に
故
郷
に
贈
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
椚
高
僧
傅
』
の
「
霊
容
傅
」
に
、

「
武
徳
二
年
。
安
州

烏
公

上
知
。
在
大
建
昌
寺

講
開
大
乗
。
容
止
法

廷
三
年
。
後
還
蜀
本
仕
。
常
弘

此
部
経
二
年
許
」
（
大
正

蔵

五
〇
、
五
三
九
下
）

と
あ
っ
て
、
武
徳
二
年
以
降
も
、
三
年
以
上
に
わ
た
っ
て
蜀
に
止
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
し

（
こ
の
傅
記
で
は
、
武
徳
二
年
に
慧
嵩
が
初
め
て

蜀
に
束
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
、
武
徳
二
年
に
な
っ
て
罪
を
許
さ
れ
、
再
び
講
説
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
を
誤
解

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
、
「
慧
昌
傅
」
に
「
乃
旋
途
南
指
道
出
荊
門
。
隨
學
之
賓
又
倍
於
前
」
と

い
う
の
も
、
荊
州
に
あ
る
程
度
の
期
間
止
ま

っ
た
こ
と
を
陪
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
許
さ
れ
た
後
も
蚊
年

問
は
各
地
で
布
教
活
動
を
行
な

い
、
晩
年
の
十
年
間
ほ
ど
を
故
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郷
で
過

ご
し
た
と
い
う
の
が
事
賓
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
8）

大
正

蔵
五
〇
、
六
六
六
下

。

（
2
9）

こ
の
傅
記
は

『
後
集
績
高
僧
傅
』
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
後
集
績
高
僧
傅
』
が
麟
徳
元
年

（
六
六
四
）
以
前
に
成
立
し

て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
年
に
成
立
し
た
道
宣
白
身
の
『
大
唐
内
典
録
』
に
列
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

の
「
麟
徳
年
」
は
元
年
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。

（
3
0）

拙
稿
「
慧
可
と

『
涅
槃

論
』
（
下
）
」
（
「
東
洋
學
研
究
」
三
八
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（
肌
）

大
正

蔵
五
〇
、
四
八
〇
下
－

四
八
一
上
。

（
3
2）

大
正

蔵
五
〇
、
五
六
一
中
。

（
3
3）

大
正

瓶
五
〇
、
六
八
七
中
。

（
3
4）

佐
藤
哲
英

『
天
台
大
師
の
研
究
－

智
頭
の
著
作
に
闘
す
る
基
礎
的
研
究
』
（
百
華
苑
、
一
九
六
一
年
）
二
九

上

三
八
頁
。

（
3
5）

大
正

蔵
五
〇
、
一
九
二
上
。

（
3
6）

大
正

蔵
五
一
、
二
九
上
。

（
3
7）

同
上
。

（
3
8）

慧
思
が
い
た
の
は
河
南
省
の
南
端
の
光
州
大
蘇
山
で
あ
る
が
、
慧
迦
が
い
た
地
域
は
明

ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
「
慧
意
傅
」
に
「
字
文

股
法
南
投
於
梁
。
血
ハ
仙
城
山
慧
命
。
同
師
尋
討
心
要
」
（
大
正
蔵
五
〇
、
五
六
〇
中
）
と
い
う
の
に
よ
れ
ば
、
南
朝
の
梁
の
領
域
内
に

い
た
よ

う
で
あ
る
。
大
蘇
山
は
、
『
隋
天
台
智
者
大
師
別
傅
』
に
「
其
地
乃
是
陳
斉
逞
境
兵
刃
所
衝
」
（
大
正
蔵
五
〇
、
一
九
一
下
）
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
南
朝
と
北
朝
の
境
界
線
上
に
あ
っ
た
。

（
3
9）

も
し
、
『
槙
高
僧
傅
』
の
記
述
に
従
う
な
ら
、
慧
可
は
慧
思
や
慧
迦
よ
り
三
十
歳
も
年
長
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
完
全
に

師
弟
闘
係
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
慧
布
侍
」
に
書
か
れ
て
い
る
慧
布
に
對
す
る
慧
可
の
評
價
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。

（
4
0）

柳
田

聖
山

『
達
摩
の
語
録
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
三
二
頁
。

（
4
1）

同
上
。
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（
4
2

）

（
4
3

）

（
4
4

）

前

掲
「
『
二
人

四
行

論
』

の
成
立

に

つ

い
て
」

一
三

三
一

一
三
四

頁

を
參

照
。

大
正

蔵
五

一
、
一
〇

〇

〇
中

。

大
正

蔵
五

一

、
一
〇

〇
四

上

。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
慧
可
、
二
入
四
行
論
、
菩
提
達
摩
、
績
高
僧
傅
、
慧
布
、
法
沖
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